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現行化管法対象物質の有害性・暴露情報   

現行の化管法対象物質（435物質）について、各物質の有害性情報、暴露情報及  

びこれらの情報に基づく化管法対象物質の指定の見直し結果を別添の表に示す。表  

中の各項目の詳細は以下のとおり。  

【各有害性のクラス】   

現行の物質を選定した際と、今回見直しを行った結果の有害性クラスを示した。有害性のうち、経口  

慢性、吸入慢性において、「＊＊＊」は1年未満のデータを採用したことを示す。なお、網掛けは、現行の  

物質を選定した際の有害性のクラスと、今回見直しを行った結果が異なるものを示している。  

【総合製造・輸入量区分】   

最新の製造・輸入量データに基づき、以下の区分付けを行った。  

区分1：100トン以上（農薬は10トン以上）  

区分2：】＿トン以上100トン未満（農薬は1トン以上10トン未満）  

区分3：1トン未満  

区分4：0トン  

区分5：不明  

【pRTR届出・推計がないもの】   

これまでのPRTRデータの公表（平成13～17年度）において、届出・推計いずれも排出・移動実績が  

ない物質に「（⊃」を記入した。  

【総合モニタリング検出結果、モニタリングの出典】   

化学物質環境実態調査、公共用水域水質測定、有害大気汚染物質モニタリング調査等の各モニタリ  

ング調査において、過去10年間（平成8～17年度）の検出結果に基づき、以下の区分付けを行った。  

なお、「※」は、モニタリングの検出媒体（水質、大気、底質等）と、当該物質の有害性情報のエンドポイ  

ントが【▼一致していないため、当該モニタリング結果を暴露情報として採用しなかったものを示す。  

YY：複数地点検出  

Y：単地点検出  

＊：検出下限以下   

なお、モニタリングの出典は以下のとおり。  

①：化学物質環境実態調査   

②：公共用水域水質測定  

③：有害大気汚染物質モニタリング調査  
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④：フロン等オゾン層影響微量ガス監視調査  

⑤：アスベスト大気濃度調査  

⑥：ダイオキシン類の排出量の目録  

⑦：農薬残留対策総合調査  

【有害性クラスが全て該当しない】   

今回見直しを行った結果、各有害性クラスがいずれも化管法対象物質の選定基準に合致しない物  

質に「1」を記入した。  

【「製造・輸入ゼロ」又は「製造・輸入3又は5かつモニタリングなし」で、かつ「PRTR届出・推計ゼロ」又  

は「現行第二種」】   

今回見直しを行った結果、－一般環境中での検出状況及び製造・輸入量がいずれも化管法対象物質  

の選定基準に合致せず、かつPRTR届出・推計がない物質（第二種指定化学物質を含む）に「l」を記  

入した。  

【「製造・輸入ゼロ」又は「製造・輸入3又は5かつモニタリングなし」で、かつ「PRTR届出・推計がある」】   

今回見直しを行った結果、一般環境中での検出状況及び製造・輸入量がいずれも化管法対象物質  

の選定基準に合致しないが、PRTR届出・推計がある物質に「1」を記入した。  

【除外を要検討のうち詳細候補等ではないもの】   

今回見直しを行った結果、「製造・輸入ゼロ」又は「製造・輸入3又は5かつモニタリングなし」で、かつ  

「PRTR届出・推計がある」もののうち、有害性クラスが全て該当しないものを除いた物質において、初期  

リスク評価等におけるリスクの懸念等が小さいものに「1」を記入した。  

【除外候補】   

今回見直しを行った結果、有害性・暴露の観点から除外候補とする物質に「1」を記入した。  

【見直し後の第一一種、第二種の区分】   

今回見直しを行った結果、第一種、第二種又は除外候補に該当する物質をそれぞれ示した。  

【見直し後の特定第一種の区分】   

今回見直しを行った結果、特定第一種に該当する物質を示した。   

なお、生態毒性の評価にあたっては、OECDが定めたテストガイドラインを用いた生  

態毒性試験の結果を情報源として用いることとし、具体的には以下のエンドポイント・  

生物種。試験時間の試験結果を採用した。  
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表 生態毒性の評価にあたって採用した試験結果の概要  

急性（EC軋C）5¢）   慢性（NOEC）   

藻類   72時間を基本とするが、それ以下  72時間（96時間も採用対象とし  

も採用した（OECI）TG：201に  ていたが、結果的に採用なし）  

基づく）   （OECDTG：201を参照して設  

定）   

ミジンコ   48時間を基本とするが、それ以下  21日間を基本とするが、それ以下  

も採用した（OECDTG：202に  も採用した（OECDTG：211に  

基づく）   基づく）   

魚類   96時間を基本とするが、それ以下  28日間を基本とするが、それ以外  

も採用した（OECDTG：203に  の時間も採用（14 日～180 日）  

基づく）   （OECDTG：204、210を参照し  

て設定）燕   

※ 魚類の慢性毒性については、明確なTGがないため、採用する時間に幅を持たせた。  
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現行化管法対象物質の有害性・暴露情報  参考資料2  
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現行の  物質名   農薬・  
招｛政   

口  

令番号  
オゾン   
闊破  ラス  ラス  クラス  クラス  クラス  クラ  クラス   
物質   （前回    （前回  
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現行の  OAS番号   物質名   
桂一政  

合  PRTR  総合  モニタ  モニ  有害性クラス■  r製造・聞入ゼロj  「製造・輸入ゼ  除外を  要検討  見直し後の第  見直し後の特定  ノ室⊥：  繋が  尭が  生禰  生殖  蜜翳  変異  軽口  経口  吸入  吸入  作業  、作業  愚作  懸作  生態  生態  ゾン  オゾ▼  総                            オゾン  牲ク  ん性  毒性  毒性  陳性  陳性  慢性  慢性  慢性  慢性  環境  洩壌  性クラ  性ク‾  i性  手性  クラス  ウラ  製造・  鹿か  モニタ  リング  リン  が全て該当し  又はー製造・‡l入  ロJ又はー製造・  要検討  を含めた  一種 第二捜  第一穐の区分   
令番号  需破穣  ラス  ラス  クラス  クラ  クラス  ウうス  クラろ  タラ  クラス  クラ  クラス  クラ  ス（前  ス  クラス  タラ  （前回   輸入  稚割  リング  検出  の出  ない【専任か  3又は5かつ電ニ  輸入3又は5か  のうち詳  除外物  の区分  

物質等   （前回    （前回    く前回  
の区   答申）    答申）    答申）  分   欄】  

（a3物責）   

「横行貫こ樺J  

【暴露からの除外  
候鋤】（24物質）   

2－027  56一丁57   2．2ンクロロN－・［2－ヒトロキ  2  2  

シート「トド口蓋シメチルトト  
二様→ニ種  

（4－ニトロフユニル）エチル］7  

セトアミド  

2028  GO＝）8¶889  2．4－ンウロロα（5、ヒリミン  3  3  2  

ニル）ヘンズヒドノル＝アル  
二極→二種  

コーール   
2029  79983、7ト4  2（2小シクロロブ工ニルトト  

3  2  

（】Hト24トリアソールトイ  
ニ亨塵イニ凄  

ルトトヘキサノール   
20：10  1937377   ソナトリウム＝4アミノユ  2  3  2  

け（24ジアミノフユニルア  
二種→二様  

ゾト1トビフ工ニルー4イル  

アソト5ヒドロキシ、6フ工二  

ルアゾー27ナブタレンジス  

ルホナート  

2口31  6459945   ソナトリウム＝8（3．3一ジメチ  2  2  ニ雫聖一二様  
ルー4－14【（pトリル）スルホ  
ニルオキシJフ工ニルアゾト  

1トビフェニル4イルア  

ソ）7ヒドロキシ13ナブタ  

レンジスルホナト  

2032  16090021  ソナトリウム＝22ヒニレンビ  
2  

ス［5－（4モルホリノ6アニリ  
二種→一種  

ノート35－トリアジン2イルア  

ミノ）ベンゼンスルホナート］  

2D33  13卜726   2．4ジニトロ6－オクテルフェ  4  ■  二様→除外  
ニル＝クロトナート及び26－ジ  

ニトロー4オクチルフェニル＝  

クロトナートの混合物（オウ  

テル塞が1メチルヘプチル  

基、卜エチルヘキシル基又  

は1丁ロビルベンチル基で  

あるものの混合物に限る。）   

2034  53452－1   46－ジニトロー0クレゾール  
3  3  4  

mジニトロペンセン  
n  二種→除外  

2－035  9965－0  ●■●  J◆◆◆  3  2  二種→ニ種  
203（〉  51－525   23ジヒドロ6－プロピル2  2  2  

チオキソー4（1日トピリミジノン  
二権→二様  

2031  132ト74－0   ジヒニルベンセン  
2  

2038  574卜0   
二極→一事垂  

55－ンフェニル2．4イミグソ  3  

リジンジオン  
2039  †】0521   ト4ンフロモブタン  

2  

2口づ0  IO9－64－8   †．3－ンプロモプロハン  
2  2  

2041  ＝）3－50－4   ソヘンンルエーTル  
二様→二様  

2  

2042  8759－2   
こ種→二椎  

2．3－ンメチルアニリン  2  

2－043  57－14－7   
二種→二様  

l．1ジメチルヒドラジン  2  

2－044  

二種→一種  
タリウム及びその水溶性化  2  Z  4  ■  二碩→除外  
含物  

2－045  62－555   チオアセトアミド  2  

2－D46  13463－4t卜6  鉄カルポニル  
二樋→ニ種  

2                                                                    u          ロ        ロ  二椎→除外  
2一月47  7934－5   1．122－テトラクロロエタン  

3  2  2  

2－048  2429745   
二種→二様  

テトラナトリウム＝3．3［（3．3」  2  

ジメトキシー44’－ビフ工ニリレ  
二種－→二様  

ン）ビス（アゾ）〕ビス（5一アミノ  

4ヒドロキシー2トナブタレン  

ジスルホナート）  
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333一トリプルオロー▲トプロ  

へニルト2．2ジメチルシクロ  

※1追加候捕物寅とのグループ化により、名称を「アケノル酸及びその水溶性塩」に変更  
・※2 現行化管法対象物穿とのクルーブ化により、名称を「クロロアニリンjに変更。  

薫3 追加候補物匡とのグループ化により、名称を「バナジウム化合物」に変更。これに伴い総合製造・輸入量はrlJに相当  
※4 追加候補物質とのグループ化によL∴名称を「ジクロロヘンセンjに変更  
※5 追加候補物質とのグループ化により、名称を「トルイジン」に変更  

※6 追加枝捕物質とのゲル¶フ化により、名称を「トルエンジアミン」に変更  

※7 硝酸軋四エチル鉛、酢酸鉛について生殖毒性クラス1の情報が確認され、また、鉛について生殖毒性が確認されていないため、「鉛及びその化合物」を「鉛」と「鉛化合物」にわけるとともに、r鉛化合物」は特定第一種指定化学物賢とする 
※8 追加候補物賢とのクルーブ化により、名称を「フ工こレンジアミンjに変更。  

※9 有害性情報の精査により、名称を「ほう素化合物」に変更  

※70 追加候補物質とのクルーブ化により、名称を「トリレンジイソシアネート」に変更  
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追加候補物質の有害性t暴露情報   

今回見直しを行った結果、化管法対象物質として追加する候補物質（219物質）等  

について、各物質の有害性情報、暴露情報及びこれらの情報に基づく化管法対象物  

質の指定の区分を別添の表に示す。表中の各項目の詳細は以下のとおり。  

【各有害性のクラス】   

今回新たに設定した有害性クラスを示した。有害性のうち、経口慢性、吸入慢性において、「＊＊＊」は1  

年未満のデータを採用したことを示す。  

【総合製造・輸入量区分】   

最新の製造・輸入量データに基づき、以下の区分付けを行った。  

区分1：100トン以上（農薬は10トン以上）  

区分2：］Lトン以上100トン未満（農薬は1トン以上10トン未満）  

区分3：】トン未満  

区分4：0トン  

区分5：不明  

【総合モニタリング検出結果、モニタリングの出典】   

化学物質環境実態調査等の各モニタリング調査において、過去10年間（平成8～17年度）の検出結  

果に基づき、以下の区分付けを行った。なお、「※」は、モニタリングの検出媒体（水質、大気、底質等）  

と、当該物質の有害性情報のエンドポイントが一致していないため、当該モニタリング結果を暴露情報と  

して採用しなかったものを示す。  

YY：複数地点検出  

Y：単地点検出  

＊：検出下限以下   

なお、モニタリングの出典は以下のとおり。  

①：化学物質環境実態調査  

②：公共用水域水質測定  

③：有害大気汚染物質モニタリング調査  

④：フロン等オゾン層影響微量ガス監視調査  

⑤：アスベスト大気濃度調査  

⑥：ダイオキシン類の排出量の目録   

⑦：農薬残留対策総合調査  

【群・化合物としてグループ化又は対象物質から除外するもの】   

資料2－1の対応案を踏まえ、現行化管法対象物質又は追加候補物質と群。化合物としてグループ  
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化する物質や、分解性等に基づき対象物質から除外する物質を示した。  

【第一種、第二種の区分】   

暴露情報に基づき、第一種又は第二種の区分付けを行った。  

【特定第▼一種の区分】   

特定第一種に該当する物質を示した。  

【留意事項／付随的生成物】   

事業活動に伴って付随的に生成・排出される化学物質は、排出量の推計が一般的に困   

難であり、現在は、実測が義務づけられているダイオキシン類を第一種指定化学物質と   

している。排出量の推計手法等を調査し、簡易性や精度等の観点から技術的対応が可能   

なことが確認された場合には、クリセン、ジベンゾa，bアントラセン、ビレン、フルオラ   

ンテン、ベンゾ（a）アントラセン、ベンゾ（a）ビレン、ベンゾ（e）ビレン、ベンゾ（b）フルオラ   

ンテンの指定についても検討を行う。   

なお、生態毒性の評価にあたっては、OECDが定めたテストガイドラインを用いた生  

態毒性試験の結果を情報源として用いることとし、具体的には以下のエンドポイント・  

生物種・試験時間の試験結果を採用した。  

表 生態毒性の評価にあたって採用した試験結果の概要  

凄限牒C¢c）・5吋 牒蜂∴桝鱒ゆ   

藻類   72時間を基本とするが、それ以下  72時間（96時間も採用対象とし  
も採用した（OECDTG：201に  ていたが、結果的に採用なし）  

基づく）   （OECDTG：201を参照して設  

定）   

ミジンコ   48時間を基本とするが、それ以下  21日間を基本とするが、それ以下  

も採用した（OECDTG：202に  も採用した（OECDTG：211に  

基づく）   基づく）   

魚類   96時間を基本とするが、それ以下  28日間を基本とするが、それ以外  

も採用した（OECDTG：203に  の時間も採用（14 日～180 日）  

基づく）   （OECDTG：204、210を参照し  
て設定）※   

※ 魚類の慢性毒性については、明確なTGがないため、採用する時間に幅を持たせた。  

ー2・   



表1．追加候補物質の有害性・暴露情報  参考資料3  

第寧回合間  ¢AS番号  物質名  ‾■  経口‘  吸入   ゾン  総合‘  総合  モニタ  モニタ  群・化合物としてグル■プ  第⊥種、第ニ  特定第⊥裡   
会合の物  農薬等の  発が、  ■ 京三  変異      作貫  際作  生態、  オ                    区分’  ん性ク  キ性・  原性  慢性  慢性r  環境  性クラ  書性  クラス  製造・  モニタ  リング  リング  地文は対象物琶から除外  種の区分  の区分  
寛のNo  ‾スー  クラス  クラス  クラス  ？ラろ  クラス  ス∴′  クラ  輸入  策」穫＝1＄8  

董区  第二種＝50   

・   

3   14卜32－2  アケノル酸ノルマルーブテル  第一種  
4   13048－33－4  ニアクリル酸ヘキサメテレン  

1  第一種  
5   26628－22－8  アジ化ナトリウム  

1  第一種  
6   75－86－5  アセトンシアノヒドリン  第一種  
7   83－32－9  アセナフテン  2  YY  底質、  第一種  

8   

生物   
30560－19－1  （RS）－0・S－ジメチル＝アセテルホスホルアミドチオ  2  2  第一種  

アート（別名アセフェート）   
9   41394－05－2  四－アミノ一三－メチルー六－フェニルーー・二・四－トリアジ  2  1  第一種  

ンー五（四Hトオン（別名メタミトロン）   
10   1698－60－8  五一アミノー四－クロローニーフエニルビリダジン一三（二H）  第一種  

－オン（別名クロリダゾン）   
82－45」  一一アミノ一九・十一アントラキノン  

1  第一種  
13   107－1ト9  三－アミノーーープロペン  

2  第一種  
！4   26447－†4－3  ー・ニーエポキシ一三－トリルオキシプロパン  2  2  第二種  

16   120－12－7  アントラセン  2  YY  底質  団  第一種  
17   25339－17－7  八一メチルノナンーーーオール  2  第一種  
18   78－84－2  イソプチルアルデヒド  第一種  
20   36734－19－7  三－（三・五－ジクロロブェニルトN－イソブロピルー  

1  第一種  
二・四－ジオキソイミダゾリジンーーーカルポキサミド  

（別名イブロジオン）   
21   98－82－8  ウメン  2  第一種  
22   55814【4卜0  ニーメチルーN－［三－（一－メチルエトキシ）フェニ  2  第一種  

ル1ベンズアミド（別名メプロニル）   
23   133220－30－   （RS）一ニー〔ニー（三－クロロフエニル）－二・三－エ  3  第一種  

ポキシプロピル〕一ニーエチルインダンーー・三－ジ  

オン（別名インダノブアン）   
24   66230－04－4  （S）－アルファーシアノー三－フエノキシベンジル＝  2  第二種  

（S）－ニー（四－ウロロブエニル）一三－メチルプチ  
ラート（別名エスフェンバレレート）   

25   22224－92－6  N－イソプロピルアミノホスホン酸0－エチルー0－  2  第一種  
（三－メチルー四－メチルチオフェニル）（別名フェナミ  
ホス）  

26   9888644－3  ○一エチル＝S－－－メチルプロピル＝（ニーオキソ  2  1  第一種  
一三－チアゾリジニル）ホスホノチオアート（別名ホス  
チアゼート）   

27   82558－50－7  N－［三－（－一エチルーーーメチルブロピル）一一・  2  第二種  
ニーオキサゾールー五－イル］一二・六－ジメトキシ  
ベンズアミド（別名イソキサベン）   

28   82560－54－】  二・ニージメチルーニ・三一ジヒドローーーベンゾプラ  第一種  
ンーセーイル＝N－〔N－（二一エトキシカルポニルエ  
テル）－N－イソプロピルスルフエナモイル〕－N－メ  
テルカルバマート（別名ベンフラカルブ）   

29   149－57－5  ニーエチルヘキサン酸  3  第一種  
30   75－08－1  エタンチオール  

1  第一種  



、
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第2回合同  CAS番号  物質名  農薬等㊦  発が  生殖  変異  軽打  吸入  作業  怒作  生態  オゾシ  総合  聡合  モ三タ  モ土タ  粁一化合物としてケル⊥ブ  第一種、第二  特定笥一機ト   
会合の物  翠分′  ん性ク  毒性‾  原性‘  慢性  慢性  環境  性クラ  
貿のNo ス   輸入  第「種＝188  

王区∴  第二種＝50   

分 

64   88－73－3  ニークロロニトロベンゼン  1  第一種  

65   107534－96一  3  2  第一種  
3   ルー三－（－H－－・二・四－トリアゾールーーーイル  

メチル）ペンタン一三－オール（別名テブコナゾー  
ル）   

66   88671－89－0  ニー（四－クロロブエニル）＿ニー（－H＿－・二・四一  3  2  1  第一種  
トリアゾールーーーイルメチル）ヘキサンニトリル（別  
名ミクロブタニル）   

6了   95－57－8  ニークロロフェノール  2  q  ＊  水質、  第一種  

底質   
69   140－1トー4  酢酸ベンジル  2  2  第二種  

70   94－59－7  サブロール  2  2  第二種  

71   96－76－4  二・四一ジークーシャリープチルフェノール  2  第一種  

72   420－04－2  シアナミド   農薬及び  3  1  第一種  

その他の  
用途  

73   10222－0卜2  二・二一ジプロモーニーシアノアセトアミド  第一種  

74   57966－95－7  トランスーーーくニーシアノーニーメトキシイミノア七千  第一種  

ル）一三－エチルウレア（別名シモキサニル）   
75   68359－37－5  アルファーシアノー四－フルオロー三－フエノキシベ  2  第二種  

ンジル＝三－（二・ニージクロロビニル）－二・ニージ  

メチルシクロプロパンカルポキシラート（別名シフルト  

リン）   

76   615－05－4  二・四－ジアミノアニソール  2  1  第一種  

77   101－80－4  四・四’－ジアミノジフ工ニルエーテル  2  1  第一種  

81   29Z3Z－93－7  0一ニージエチルアミノー六－メチルビリミジンー四－  第一種  
イル＝0・○－ジメチル＝ホスホロチオアート（別名ピ  
リミホスメチル）   

82   646－06－0  －・三－ジオキソラン  1  第一種  

83   139920－32一  3  第一種  

4   ロロブェニル）エチル］一三・三－ジメチルプチラミド  
（別名ジクロシメット）   

87   †7796－82－6  N一（シクロヘキシルチオ）ブタルイミド  第一種  

89   120－36－5  （RS）－ニー（二・四－ジクロロブエノキシ）プロピオン  3  2  第二種  

醜く別名ジウロりレプロップ）   

90  ジクロロアニリン  2  YY  団  第一種  

9l   79－43－6  ジクロロ酢酸  2  3  2  第二種  

92   1柑－52【5  －・三－ジクロロー五・五－ジメチルイミダゾリジンー  2  第二種  
■四－ジオン  

2  93   181587－0トー  3  第二種  

9   ロメテルフェニル）－四一エチルスルフィニルーーH  
－ピラゾールー三一カルポニトリル（別名エチブロー  

ル）   

94   95－73－8  ニ・四－ジクロロトルエン  2  d  ＊  水質、  第一種  
底質   

95   611－06－3  2，4－ジクロロートニトロベンゼン  5  Y  底質  ㈲  第二種  

95   99－54－7  1，2¶ジクロロー4－ニトロベンゼン  第一種  

96   782－74－1  ー・ ニービス（ニークロロブ工ニル）ヒドラジン  第一種  



2a雀－  Å二‘  
泰阜の拗 隈軒∵  
質由NQ 

．   

零十種細8 
▲茶   タス  第二鱒肇ト   

緒二   

97   126833－17－  2  2  第二種  
8   一メチルシクロヘキサンカルポキサミド（別名フエン  

ヘキサミド）   

こ立言。打，慰こ，－   



第2回合同  CÅs番号  物質名   農薬等の  発が  生殖  変異－  経口  吸入  作業  懸作  生態  オゾン  稔合ノ■  総合、  モニタ  モニタ  群・化合物としてグループ  第一種、第ニ  特定第一種   
会合の物  区鱒  ん性ク  考性  原性  慢性．  慢性  環境  性クラ  毒性  クラス  製造・  モニタ  リング  リング  化又は対象物貫から除外  種の区分  の区分   
質のNo  ラス  クうス  クラ  クラ  クラス  クス  ス  クラス  輸入  第一種＝168  

量区  第二種＝50   

分   

135   21564－17－0  ニー（チオシアナートメチルチオ）－－・三一ベンゾチ  
2  第二種  

アゾール  
136   59669－26－0  ニ・七・九・一三－テトラメチルー五・－－－ジオキサ  第一種  

一二・ハ‥一匹一トリチアー四・七・九・－ニーテトラア  
ザペンタデカ一三・－ニージエンー六■－○－ジオン  

（別名チオジカルブ）   
137   376卜41－9  0・0－ジメチルー0－（三－メチルー四－メチルスル  

2  第二種  
フィニルフユニル）－チオホスフエイト（別名メスル  
フエンホス）   

138   112－30－1  －一丁カノール（別名 ノルマルーデシルアルコール）  第一種  

139   334－48－5  丁カン酸  2  第一種  
140   13684－56－5  エチル＝ニーフエニルカルバモイルオキシカルバニ  3  2  2  第二種  

ラート（別名デスメデイブアム）   

141   ‖2－027  ヘキサ丁シルトリメチルアンモニウム＝クロリド  
1  第一種  

142   97－778  テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラ  
1  第一種  

ム）  

143   1‡2－57－2  三・六・九－トリアザウンデカンーー・一－＿ジアミン  第一種  
144   118－75－2  二・三・五・六－テトラクロローバラーベンゾキノン  

2  第一種  
146   112281－7了－  3  

3   

第一種  
一－－ニ・四－トリアゾールーーーイル）プロピル＝－・  
一・・ ーテトラフルオロエチル＝エーテル（別名テ  

トラコナゾール）   

148   110－9l－8  モルホリン  3  第一種  
151   558－13－4  テトラフロモメタン  3  2  第二種  
152   39515－4卜8  （RS）－アルファーシアノー三－フエノキシベンジル＝  第一種  

二・二■三・三－テトラメチルシクロプロ／くンカルポキシ  

うート（別名フエンプロパトリン）   
153   505－32－8  三■七・－－・－ 五－テトラメチルーーーヘキサデセン  

1  第一種  
一三－オール（別名イソフィトール）  

154   7696－12－0  シクロヘキサーーー工ンe－－・ニージカルポキシイミ  第一種  
ドメチル＝（－RS）－シスートランスーニ・ニージメチ  
ルー三一（ニーメチルプロパーーーエニル）シクロプ  
ロ／くンカルポキシラート（別名テトラメトリン）  

155   112－538  一－ドデカノール（別名ノルマルードデシルアルコー  2  1  第一種  

ル）  

156   25103－58－6  ターシャリードデカンチオール  第一種  
157   112－18－5  N・N－ジメチルドデシルアミン  第一種  

158   151－21－3  ドデシル硫酸ナトリウム                  2    q          第一種  
160   6684ト25－6  （S）－アルファーシアノー三－フエノキシベンジル＝  3  1  第一種  

（－R・三S）－二・ニージメチル一三－（－－－・・二・二・二  

－テトラブロモエチル）シクロプロパンカルポキシラー  
ト（別名トラロメトリン）   

161   12ト・44－8  トリエチルアミン  3  2  1  第一種  
162   76－03－9  トリクロロ酢酸  3  2  YY  水質  ②  第一種  
163   88－06－2  二■四■六－トリク⊂＝コフェノール  2  5  YY  底質  ②  第一種  
164   96－18－4  －・二・三－トリクロロブロバン  2  2  2  2  YY  水質  ②  第一種  
165  トリクロロベンゼン  1  YY  ①  第一種  



第2園舎周  
会合の材  農薬琴の  発析r    ■変異■ご‘■  軽口’こ  

鱒か中 ク甲   ーヽ′ ヽて    赴＞二  穐一 ノ  ■  i●7  翳ヰ撞卓舶 

づ／一  ・1 

ー鱒鱒∴   第二種幸斡   
十  同   

166  p   
2  第一種  

16   95－63－6  －・ ¢ヽナヽ  
2  q  YY  大気  団  第一種  

10  129558－76－  3  

5   

第一種  
（パラトリルオキシ）ベンジル］ピラゾール＿五＿カル  
ボキサミド（別名トルフェンピラド）   

9ト20－3  ナブタレン  2  2  

172   
第一種  

ヽヽ◆  

173   
第一種  

9トー23－6  オルトー＿トロア＿ソール  2  

1了4   

第一種  
88－74－4  オルトーニトロアニリン  

175   
第一種  

99－55－8  五一一トローオルトートルイソン  
3  2  第二種  

176   88－72－2  オルトーニトロトルエン  3  2  1  

177   
第一種  

99－08－1  メターニトロトルエン  
2  2  

178   
第二種  

75－52－5  ＿トロメタノ  2  

179   
第一種  

624－92－0  ソメチルンスルフィド  3  

180   
第一種  

143－08－8  ーーノナノール（別名ノルマルーノ＿ルアルコール〉  
2  2  YY  水質  ②  

181   
第一種  

Olp                                      12174－11－7  ハノコルスカイト（別名 アタハルソヤイト）  2  2  

182   
第二種  

112－24－3  トリエチレンテトラミン  
2  q  ＊  水質  団  

183   
第一種  

15263－53－3  －・ニーンカルハモイルチオー＿－（N・N－ンメチル  第一種  
アミノ）－プロ／くン（別名カルタップ）   

184   80－43－3  ビス（－－メチルーーーフェニルエチル）＝ペルオキシ  第一種  
ド  

185   99－76－3  四－ヒドロキン安息香酸メチル  
2  1  

186   
第一種  

818－61－1  アクリル酸ニーヒドロキシエチル  
1  第一種  

187   135－19－3  ベタナフトール  
2  1  Y  生物  団  

188   
第一種  

90－43一了  ニーフェニルフェノール  1  Y  生物  団  
189   

第一種  
103－90－2  N－（四－ヒドロキンフェ＿ル）アセトアミド  2  

190   
第一種  

88－12－0  N－ヒニルーニーヒロリドン  3  2  
19l   

第一種  
553－26－4  四・四′ －ビヒリジル  

2  2  

192   
第二種  

149877－4卜  
3  

8   

1  第一種  
ル）ヒドラジノホルマート（別名ビフェナゼート）   

193   114369－43－  
6   

第一種  
ー（－H－－・二・四－トリアゾールーーーイルメチ  

ル）プチロニトリル（別名フェンブコナゾール）   
194  100－63－0  2  2  

195  
第一種  

94■一   

196   
第一種  

2364   
2  1  第一種  

チオアロファナート）（別名チオファネートメチル）   

197   77－09－8   2  
2  第二種  

ドロイソベンゾフランーーーオン（別名フェノールブタ  
レイニ′）  

198   14484－64－1  トリス（N・N一ジメチルジチオカルバメート）鉄（別名  
3  2  

ファーバム）  
第二種  

199   158237－07一   四－（＿－クロロフェニル）－N－シクロへキシルーN  
3  

－エチルー四・五－ジヒドロー五－オキソーーH－テ  
第一種  

トラゾールーーーカルポキサミド（別名フェントラザミ  
ド）   



第2回合同  CAS番号，  物質名   農薬層価  発がL■  生廷  変異  軽口・  吸入二  作美  感作  生態  オゾン  総合  総合  モニタ  モニタ  群・化合物としてグループ  第一種、第ニ  特定第一種   
会合の物  区分   ん蝕ク  毒性  原性  慢性  慢性  環境  性クラ  毒性  クラス  製造・  モニタ  リジグ  リング  化又は対象物磨から除外  種の区分  の区分   
質のNo  ース  クラス  クラス  クラス．  クラス  クラス  ス ′  クラス  輸入  第一種＝188  

皇区  第二種＝SO   

分こ   
200   27355－22－2  四・五・六・セーテトラクロロイソベンゾフラン＿－（三  1  ＊  水質、  第一種  

H）－オン（別名フサライド）   
201   23184－66－9  N－プトキシメチルーニークロローニ′・六′－ジエ  農薬  3  第一種  

テルアセトアニリド（別名ブタクロール）  底質、  

203   
生物   

13ト17－9  フタル酸ジアリル  第一種  
205   84－66－2  ブタル酸ジエチル  2  1  第一種  
206   84－61－7  ブタル酸ジシクロヘキシル  2  2  第二種  
209   25013【16－5  ニークーシャリープチルー四－メトキシフェ／－ル及び  2  

一 
第一種  

三夕ーシャリープチルー四－メトキシフ工ノールの混  
合物  

210   2426－08－6  ノルマルーフテルーニ・三－エポキシプロピルエーテ  第一種  
ル  

2‖   19666－30－9  五一夕ーシャリープチルー三－（二・四－ジクロロー五  
3  第一種  

－イソプロポキシフェニル）一叫三・四－オキサジア  
ゾールーニ（三H）－オン（別名オキサジアゾン）   

212   89－72－5  オルトーセカンダリープチルフェノール  2  1  第一種  
213   98－54－4  四一夕ーシャリープチルフェノール  2  d  YY  水質  団  第一種  
214   88－60－8  ニーターシャリープチルー五－メチルフェノール  2  1  第一種  
215   674－82－8  四－メチレンオキセタンーニーオン  2  1  第一種  
216   ‖0－009  フラン  2  1  第一種  
21B   66332－96－5  三’－イソプロポキシ叫ニートリプルオロメチルベン  2  第一種  

ズアニリド（別名フルトラニル）   
219   314－40－9  五－プロモー三－セカンダリープチルー六－メチルー  

1  第一種  
－・二・三・四－テトラヒドロビリミジンーニ・四－ジオン  

（別名ブロマシル）   
220   75－27－4  ブロモジクロロメタン  2  2  5  YY  水質  団  第一種  
221   106－94－5  ーーフロモプロパン  2  1  YY  大気  ＋  第一種  
222   569－642  ［四－［アルファー［四一（ジメチルアミノ）フエニル］ベン  3  2  第二種  

ジリデン］シクロヘキサーニ・五－ジ工ンーーーイリデ  

ン】ジメチルアンモニウムクロライド（別名マラカイトグ  
リーン）  

223   67－72－1  ヘキサクロロエタン  2  3  2  第二種  
224   7747－4  ヘキサクロロシクロペンタジエン  3  2  第二種  
22（；   11ロー54－3  ノルマルーヘキサン  3  1  YY  大気  年）  第一種  
228  ペルオキソニ硫酸の水溶性塩  第一種  
229   1763－23－1  ヘブタデカフルオロオクタンーーースルホン酸（別名  2  5  YY  水質、  第一種  

PFOS）  底質、  

230   
生物   

831300ト2  エチル＝（Z）一三－〔N－ベンジルーN－〔〔メチル（－  
1  第一種  

一メチルチオエチリデンアミノオキシカルポニル）アミ  
ノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート（別名アラニカルブ）   

231   106－51－4  パラーベンゾキノン  匂    2  第二種  
2こ）2   119－6トー9  ベンゾフエノン  2  第一種  
236   9004－82－4  ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステ  2  第一種  

2こけ   2  2  第二種  
その混合物に限る。）  
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表2・追加候補物質のうち群化合物の有害性1衰露情報  参考資料3  

第2回合  CAS番号／  物質名 発が  生殖  変異′  軽口‘‘  吸入  作業   怒作／一’  生態一  オゾン  総合  簡合  モニタ  モニタ  第一種」第ニ  特定第一種   
同会合の  ん性ク  毒性‘、  原性  慢性＼  慢性二  掛野  性クラ  毒性  クラス  製造■  モニタ  リング  ・Jング  種の区分の  の区分   
物質の  ‾ス 
No  

輸ネ「  
畳区  

分 

95－82－9  ク5－ジウロロアニリン  2  Y  底質  q〕  第二種相当  

90  2  YY  底質  十  第一種相当  

626－43－7  3，5－ジクロロアニリン  2  2  第二種相当  

2  第二種相当  

2  第二種相当  

2  第二種相当  

123  128－04－1  ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム  1  第一種相当  
108－70－3  1，3，5－トリクロロベンゼン  2  5  YY※  大気  十  （対象外）  

165                                     12002－48－1  トリクロロベンゼン  2  第一種相当  
120－82－1  1，2，上トトリクロロベンゼン  3  2  YY※  大気  ①  第二種相当  

7727－54－0  ペルオキソニ硫酸アンモニウム  第一種相当  
228  

1  第一種相当  

90－12－0  トメチルナフタレン  3  2  コ  YY  大気  十  第一種相当  

242                                     91－57－6  2－メチルナフタレン  3  2  山  YY  大気  ①  第一種相当  

7803－55－6  メタバナジン酸アンモニウム  （対象外）  

7681－49－4  ふっ化ナトリウム  3  第一種相当  

68  1696卜83－4  桂弗化水素酸  3  第一種相当  

7664－39－3  ふつ化水素  2  第一種相当  

584－84－9  2，4－トリレンジイソシアネート   2  第一種相当  

2  7446－81－3  アクリル酸ナトリウム  2  2  第二種相当  

78  25376－45－8  ジアミノトルエン  2  1  第一種相当  

79  823－40－5  2，6－ジアミノトルエン  2  2  第二種相当  
103  541－73－1  ー・三－ジクロロベンゼン  l  YY  大気  十  第一種相当  

168  108－44－1  メタートルイジン  3  ＊  水質、  
底質   

‖   



一連の物質群や元素及びその化合物として取り扱う候補   

現行の化管法対象物質の選定作業においては、次の点に留意すべきとされてい  

る。  

・類似の構造・毒性を有することから物質群として取り扱うことが適当な化学物質に   

ついては、物質群として指定することが適当である。  

・元素自体に毒性がありその化合物も元素と同様の毒性があると評価されている物   

質については、原則として当該元素及びそれを含む化合物全体を対象とし、また、   

元素とその化合物が異なる毒性を示す場合には、両者を区別して取り扱うことが適   

当である。   

このため、今回の見直し作業においても、同様の整理方法により一連の物質群や  

元素及びその化合物としてのグループ化を行った。   

具体的には、現行化管法対象物質について、前回答申におけるグループを踏まえ、  

グループ内のそれぞれの物質ごとに有害性情報を表1のとおり整理した。また、追加  

候補物質のうち、現行化管法対象物質のグループに含まれると考えられる物質につ  

いては、当該グループの物質として新たに追加した。この結果、選定基準に合致する  

物質がグループ内において複数存在する場合は、引き続き一連の物質群や元素及  

びその化合物として指定するものとする。   

また、追加候補物質については、有害性・暴露情報が選定基準に合致する物質の  

うち、異性体や類似の構造を有する有機化合物が複数ある場合は一連の物質群とし  

て、特定の元素を共有する物質が複数ある場合は一連の元素及びその化合物として、  

表2のとおりグループ化を行った。これらについては、新たな一連の物質群や元素及  

びその化合物として指定するものとする。  

－1－   





」  
ち・L岨．－＿ ＿叩、1，一－：，－   



現行の  群・化合物名   CAS番号   物質名   変異  口－  経口  吸入  吸入   感作   態  見直し彼の   
政令替  発が  発が  生殖  生殖  変異            作業  作業  感作－    生態  生         性ク  ん性′  毒性  毒性  原性  原性  性  慢性  性  慢性  境  環境  クラ  性クラ  

rコ ワぎ  ス   

（前歯  （前回  （前回  （前回  （前回  （前回  回答  （前回  分   

答申） 答申）   答申）   答申）   答申）   答申）   申）  申）   

トー†00  コバルト及びそ  2  2  一種－→－  

の化合物   化合物   種  

7646－79－9  塩化コバルト（Ⅱ）  
10210－68－1  コ／くルトカルポニル  2  2  

16842－03－8  コバルトヒドロカル  2  2  

ボニル  
1－108  無機シアン化合  全シアン  一種一→－  

物（錯墟及びシ  シアン化水素（青  2  3  種  

アン酸塩を除く）   酸、青酸ガス）  

151－50－8  シアン化カリウム  3  

（青酸カリ）  

143－33－9  シアン化ナトリウム  
506－77－4  塩化シアン  

1－139．  0－ジクロロベンゼン  一種－→－  

1－140   種  

541－73－1  m－ジクロロベンゼ  

ン  

106－46－7  p－ジクロロベンゼン  2  2  3  3  1   

1－157  ジニトロトルエン  2532卜14－6  ジニトロトルエン  2  3  3  3  一種－→－  

602－01－7  2．3－ジニトロトルエ  種  

ン  

121－14－2  2，4－ジニトロトルエ  3  1   1   

ン   

619－15－8  2．5－ジニトロトルエ  2  

ン  

606－20－2  2．6－ジニトロトル工  3  1   

ン   

610－39－9  3，4－ジニトロトルエ  2   

ン  

1－175  水銀及びその化  水銀及びその化合  1   2  ≒＝  

合物  物  種  

7487－94－7  塩化水銀（Ⅱ）  

115－09－3  塩化メチル水銀  1  

22967－92－6  メチル水銀   2  2  

アルキル水銀  
7439－97－6  水銀蒸気  

4
 
 
 



ジベンゾーP－ジオキ  

5
 
 
 



現行の  群・化合物名  C4S番号 物質名   発が  発が「イ  殖  生殖  変異  変異  ロ  経臼   吸入  吸入  業  作業  感作  感 
政令番  

作  生態  生態  見直し彼の  
性ク  ん性  毒性  毒性  原性  原性  性  慢性  性  慢性  境  痩境  性クラ  性クラ  毒性  毒性  第一種、第   

号  ‾ス  クラス  

（前回  （前回  （前回  回答  （前回  

答申）   答申）   

ト225，  2  2  3  3  q  山  一種ニー  
ト226   

108－44－1  m一トルイジン  
種  

3  

106－49－0  p－トルイジン  
3  

1－228  2，4一トルエンジア  2．4－トルエンジアミ  
1   3  2  一種→－  

ミ＿ノ  ン   

→トルエンジアミ  
種  

』   
2  

823－40－5  2．6－ジアミノトルエ  
2   

ン  

ト230  鉛及びその化合  鉛化合物   2  2  2  2  
物  

一種→－  
75－74－1   四メチル鉛  3  

→鉛化合物                                                                                78－00－2   四エチル鉛  2  

10099－74－8  硝酸鉛  
301－04－2  酢酸鉛  

ト232  ニッケル化合物  ÷ツケル化合物（金  2  一種一→－  

属を除く）  種  
7786－8卜4  硫酸ニッケル  

6018－89－9  酢酸ニッケル  
16812－54－7  硫化ニッケル   

12035－72－2  二硫化三ニッケル  口   ロ  2  2  
7718－54－9  塩化ニッケル  

13463－39－3  ニッケルカルポニ  2  1   

ル   
1313－99－1  酸化ニッケル   q  旬  

12035－36－8  二酸化ニッケル  ロ   
1314－06－3  三酸化二ニッケル  q   

卜243  バリウム及びそ  3  一種→除  
の水溶性化合物   化合物（溶解性）  外   

t－252  批素及びその無  2  2  一種→－  
機化合物   物   

1327－53－3  三酸化枇素   
種  

d  2  
1303－28－2  酸化批素（∨）   
7784－40－9  ヒ酸鉛   3  3  
7784－42－1  アルシン  

6
 
 
 



7
 
 
 



現行の  群・化合物名  CA早番号 物質名 発が  発が′  生殖  生殖－  変異  変異・‘  ロ  経口  吸入‘  吸入  作業  作業  感作  感作   憩  生態  見直し後の   
政令番  牲ケ  ん性ク  毒性、  毒性  原性  原性  性  慢性  性  慢性  境二  環境  性クラ  性クラ  性  毒性  第一種、第   
号  ス  ス  

（前回  （前回  （前回  （前回  回答  （前回  分   
答申）   答申）   答申）   答申）   （前回 答申）   答申）   

（前回  

申）  答申）   

卜311  マンガン及びそ  3  3  一種→－  

の化合物   化合物  種  
12079－65－1  ジクロロペンタジ＝  2  2  

エチルトリカルポニ  
ルマンガン  

12108－13－3  トリカルポニル  3  3  

〔（1，2，3，4，5一打）－トメ  
テルー2．4－シクロペ  

ンタジエンートイル〕  
マンガン  

ト338  メチルー1，3－フェ  1＊＊＊  一種一→－  

ニレンニジイソシ  ン＝ジイソシアネー  種  
アネート  ト   

→トリレンジイソ  2  

シアネート   シアネート  
卜346  モリブデン及び  モリブデン及びそ  3  一種→一  

その化合物  の化合物  種   
2－009  インジウム及び  インジウム及びそ  2  2  二種→－  

その化合物  の化合物  種   

2－044  ダノウム及びそ  タリウム及びその  2  2  2  2  二種→除  

の水溶性化合物  水溶性化合物  外  

7446－18－6  硫酸タリウム  
2－050  テルル及びその  テルル及びその化  2  二種→除  

化合物（水素化  合物（水素化テル  外  

テルルを除く）  ルを除く）  

7783－80－4  六ふっ化テルル  2  

0
0
 
 
 



表2．追加候補物質における一連の物質群や元素及びその化合物  参考資料4  

第2回合  qAS章号   物賞名  発が  
同会合の  ん性ク  
物質ゐNo   ラろ   

95－82－9  2，5一ジウロロアニリン  

90  ジクロロアニリン  第一種  

626－43－7  3，5－ジクロロアニリン  2   

605－71－0  1，5－ジニトロナフタレン  
108  ジニトロナフタレン  第二種  

602－38－0  1．8－ジニトロナフタレン  

122  ジメチルジチオカ  
ルバミン酸の水溶  第一種   
性塩   128－04－1  ジメチルジチオカルバミン酸ナトリウム  

165  トリクロロベンゼン   
12002－48－1  トリクロロベンゼン  2   

120－82－1  1，2，4－トリクロロベンゼン  3  

第一種  

228  ペルオキソニ硫酸   7727－54－0  ペルオキソニ硫酸アンモニウム  

の水溶性塩  
第一種  

7727－21－1  ペルオキソニ硫酸カリウム  

90－12－0  1－メチルナブタレン  3  

242  メチルナブタレン  
2   

91－57－6  2－メチルナフタレン  3  2   

第一種  

129  臭素酸の水溶性 塩  7758－01－2  臭素酸カリウム   
2  2  第一種※   

※ 臭素酸の水溶性塩としての総合製造・輸入量は「1」に相当   

9   



生 環 審 第 2 号  

平成12年2月29日  

厚生大臣   

丹羽 雄哉 殿   

生活環境審議会   

会長 藤田 賢二  

答 申  

平成11年9月10日厚生省発生衛第212号をもって諮問のあった「特定化学物質の  

環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質  

及び第二種指定化学物質の指定について」については、その内容を詳細かつ慎重に審議し  

た結果、下記のとおり結論を得たので答申する。  

記   

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第  

一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定については、別添のとおりとすることが  

妥当である。   



別 添  

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の  

促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種  

指定化学物質の指定について   



次  

Ⅰ．物質選定の基本的考え方  

Ⅱ．具体的選定方法  

1．第一種指定化学物質の選定の考え方  

2．第二種指定化学物質の選定の考え方  

3．その他の留意事項  

Ⅲ．結論  

（別紙）PRTR及びMSDS対象化学物質の具体的な選定基準  

（別表1）第1種指定候補物質リスト  

（別表2）第2種指定候補物質リスト  

（参考資料）毒性情報の説明  31   



Ⅰ．物質選定の基本的考え方   

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以  

下、「法」という。）」は、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置  

（以下、「PRTR」という。）並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱  

いに関する情報の提供に関する措置（以下、「MSDS」という。）等を講ずること  

により、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障  

を未然に防止することを目的としている（法第1条）。   

このPRTR及びMSDSの対象化学物質となるのが「第一種指定化学物質」であ  

り、法においては、   

①当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を  

及ぼすおそれがあるもの、   

②当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が①  

に該当するもの、   

③当該物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させるこ  

とにより人の俸康を損なうおそれがあるもの、   

のいずれかに該当し、かつ、   

④その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、  

相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学  

物質   

で政令で定めるものとされている（法第2条第2項）。   

また、MSDSのみの対象となる「第二種指定化学物質」は、上の①から③のいず  

れかに該当し、かつ、   

④’その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加  

等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することと  

なることが見込まれる化学物質  

で政令で定めるものとされている（法第2条第3項）。   

なお、ここでいう化学物質とは、元素及び化合物（それぞれ放射性物質を除く）と  

なっている（法第2条第1項）。   

以上の考え方に従い、一定の基準の下に対象化学物質を選定する必要があると考え  

る。   

ここで、①から③は物質の有害性に関する項目、④及び④’は物質への暴露に関す  

る項目であり、物質の選定は有害性と暴露の両面から行われることとなっている。   

第一種指定化学物質の選定基準と第二種指定化学物質の選定基準の具体的な違いは、  

暴露に関する規定ぶりの違いによるものであり、前者は「相当広範な地域の環境にお  
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いて当該化学物質が継続して存すると認められる」ものであること（以下「相当広範  

な地域の環境での継続的な存在」と略す。）を選定要件として規定し、後者は、現在、  

相当広範な地域の環境で継続して存すると認められなくても、「製造量、輸入量又は  

使用量の増加等により相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存する  

こととなることが見込まれる」ものであること（以下、「相当広範な地域の環境での  

将来の継続的な存在」と略す。）を選定要件として規定している。   

有害性が高い物質は、環境中への排出量が少ない、 あるいは環境中での検出レベル  

が低くても、人や生態系に有害な影響を及ぼす可能性があり、また、逆に、有害性が  

低くても、環境中に大量に排出され、あるいは高い濃度レベルで環境中に存在してい  

る物質については、人や生態系に有害な影響を及ぼすおそれがある。このため、物質  

の選定方法としては、有害性と暴露量の両者からなる「環境リスク」が一定レベル以  

上の物質を対象とするという考え方を取るならば、有害性の質及び強さに応じて暴露  

量のレベルを段階的に当てはめるという方法が考えられる。   

しかしながら、ほとんどの化学物質については、環境中における挙動が十分解明さ  

れておらず、暴露量を把握することが困難である。このため、今回は暴露量の判断基  

準として、「一般環境中での検出」又は「製造・輸入量」を使用し、一定以上の有害  

性を有し、かつ、一定以上の暴露量を有すると認められる化学物質を第一種指定化学  

物質として一連定し、一定以上の有害性を有し、かつ、第一種指定化学物質よりも低い  

一定以上の暴露量を有すると認められる化学物質を第二種指定化学物質として選定す  

ることが適当であると考える。   

なお、対象化学物質は、科学的知見の充実状況及び排出量データの把握の状況等に  

応じて定期的に見直しを行うべきである。  

Ⅱ．具体的選定方法  

1．第一種指定化学物質の選定の考え方  

（1）有害性の判断基準  

ア．対象とする有害性の項目   

有害性を判断するための項目としては、慢性毒性、発がん性等種々の項目が考え   

られるが、通常、有害性の項目間では明確な関連が見られないことが多く、有害性   

の項目毎に現時点で得られる情報量も異なっている。   

また、化学物質の有害性に関する情報源としては、いくつもの資料やデータベー  
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スなどが存在し、大きく異なる値が示されていることも少なくない。   

したがって、化学物質の有害性を適正に判断するためには、評価手法が確立して  

一定のデータの蓄積がある項目を選定し、その項目毎に信頼性の高い情報源の情報  

を用いて判断することが必要である。   

以上のことから、化学物質の有害性を判断する際には、原則として国際的に信頼  

性の高い専門機関でデータの評価が行われている項目や、統一的な試験方法により  

物質相互の比較が可能なデータが得られている項目を対象化学物質の選定に用いる  

ことが適当である。   

また、事故的な大量排出の際などでは問題となるが、通常の環境濃度レベルで問  

題とならない有害性については、それのみをもって物質選定のための有害性項目と  

して用いる必要はないと考えられる。  

［選定のための具体的な項目］  

（ア）人の健康を損なうおそれに関する項目  

吸入慢性毒性、経口慢性毒性  

発がん性、変異原性、生殖／発生毒性（催奇形性を含む）、感作性  

（イ）動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれに関する項目  

水生生物（藻類、ミジンコ、 魚類）に対する生態毒性  

（ウ）オゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることによ   

り人の健康を損なうおそれに関する項目  

オゾン層を破壊する性質  

イ．有害性の分類の考え方   

物質選定を行うにあたり、その優先性・選定範囲を検討するため、有害性に関す   

る各項目について、いくつかの有害性の強さの分類を行うことが適当である。   

有害性の項目には、定性的な評価を行う項目（発がん性等）と、無毒性量（NOAE   

L）等による定量的な評価を行う項目（吸入慢性毒性、経口慢性毒性、生態毒性等）   

とがある。   

定性的な評価を行う項目については、その証拠の強さ（確からしさ）の程度に応   

じ、採用する情報源の分類方法を参考として分類することが望ましい。  

また、定量的な評価を行う項目については、NOAELまたは最大無影響濃度（NOEC）の   

オーダーにより分類することが望ましい。また、NOAELまたはNOEC以外により定量的   

な評価を行っている情報源については、当該評価をNOAEL等のクラスに合わせて分類   

することが望ましい。   

なお、定量的な項目のうち、吸入慢性毒性と経口慢性毒性については、両者間で   

の分類の整合性を図ることとする。  
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分類に当たっては、OECD／IOMCの有害性分類基準が参考となる。   

有害性の各項目は、それぞれ異なる作用を表すものであることから、個々の物質  

の有害性の判断においては独立に取り扱うべきである。したがって、物質選定にあ  

たっては、項目毎に分類を行うこととし、異なる有害性毎の分類を組み合わせる等  

による最終的な分類の設定は行う必要はない。  

注）IOMC：アジェンダ21第19章のフォローアップのために設置された「化学物  

質適正管理のための機関間プログラム」  

（2）「相当広範な地域の環境での継続的な存在」についての判断基準  

ア．判断するための指標   

「相当広範な地域の環境での継続的な存在」を判断する指標としては、環境中に   

声ける検出状況によることが最も確度が高いと考えられる。しかしながら、数多く   

の化学物質のうちこれまで環境中濃度の測定が行われた化学物質は一部であること   

から、「相当広範な地域の環境での継続的な存在」を判断するための項目として、   

今回は「一般環境中での検出状況」又は「製造・輸入量」を主に用いることが適当   

である。   

なお、「排出量」を指標とする方が「相当広範な地域の環境での継続的な存在」   

の程度と相関性が高いと考えられるが、多くの物質はPRTRを実施してみないと   

排出量のレベルがわからないため、当面、排出量を物質選定の指標項目にはできな   

い。  

イ．判断基準   

①「一般環境中での検出状況」による判断基準   

「一般環境中での検出状況」で判断する場合には、環境庁が毎年行っている化学   

物質環境汚染実態調査（通称；黒本調査）のように、「一定の枠組みの中で管理さ   

れて行われているモニタリングデータ」を用いるべきである。   

「一般環境中での検出状況」については、検出が局所的あるいは一時的なもので   

ある可能性があるデータは用いないが、例えば最近10年間で複数地域から検出さ   

れたものについては、現時点で製造・輸入等の取扱いのないことが明らかであるも   

のを除き、「相当広範な地域の環境での継続的な存在」があるものとみなしてよい   

ものと考える。   

なお、事業活動に伴って付随的に生成・排出される物質については、製造・輸入   

等の取扱い実態がなくとも「相当広範な地域の環境での継続的な存在」がないと判   

断することはできない。このため、「一般環境中での検出状況」を判断基準とすべ   

きである。  
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②「製造・輸入量」による判断基準   

化学物質の環境への排出状況や環境中での挙動は、その性状や用途によって様々  

であり、製造・輸入量と「相当広範な地域の環境での継続的な存在」との間に一定  

の相関関係を求めることは困難である。しかし、一般に製造・輸入量が多くなるほ  

ど環境中で検出される物質の割合が高くなる傾向があるため、「製造・輸入量」を  

「相当広範な地域の環境での継続的な存在」の指標項目として利用することは合理  

的である。この場合、製造・輸入量だけでなく、使用形態等も考慮して「相当広範  

な地域の環境での継続的な存在」を評価した方がより確度が高くなると考えられる  

が、多くの物質は様々な用途に用いられていて使用形態を特定することが困難であ  

ることから、原則としては製造・輸入量のみで「相当広範な地域の環境での継続的  

な存在」を評価するしかないものと考えられる。   

以上を踏まえ「相当広範な地域の環境での継続的な存在」の指標項目の1つとし  

て「製造・輸入量」を使用することとし、「製造・輸入量」としてある一定の量を  

定めて、これを超えることをもって「相当広範な地域の環境での継続的な存在」の  

判断基準としてよいものと考える。   

なお、使用形態から見て明らかに環境中に放出されやすい物質については、そう  

でない物質に比べて「製造・輸入量」が少量でも「相当広範な地域の環境での継続  

的な存在」が認められると考え、より少ない「製造・輸入量」を「相当広範な地域  

の環境での継続的な存在」の判断基準とすることが適当である。また、「製造・輸  

入量」により「相当広範な地域の環境での継続的な存在」を評価することはある程  

度の不確実性を伴うことから、特に重篤な障害をもたらす物質については安全側で  

判断するのが適当と考えられる。このため、このような物質についても、より少な  

い「製造・輸入量」を「相当広範な地域の環境での継続的な存在」の判断基準とす  

ることが適当と考える。   

また、モントリオール議定書に規定されているオゾン層破壊物質については、国  

際的に適正管理が求められていること、その使用形態（冷凍機での使用等）から見  

て製造・輸入が禁止されているものであっても現在もなお使用されている可能性が  

高いことから、「製造・輸入量」として過去の製造・輸入量の累積値を使用するこ  

とが適当である。また、オゾン層破壊物質は、排出された場合には、オゾン層に到  

達するまでは分解されにくいものであることから、より少ない「製造・輸入量」を  

「相当広範な地域の環境での継続的な存在」の判断基準として用いるべきと考える。  

（3）第一種指定化学物質の具体的な選定方法   

上記（1）及び（2）にしたがい、別紙の「PRTR及びMSDS対象化学物質  

の具体的な選定基準」に該当するものを第一種指定化学物質に選定することが適当  

である。  
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2．第二種指定化学物質の選定の考え方  

（1）有害性の判断基準  

第一種指定化学物質の判断基準と同じ。  

（2）「相当広範な地域の環境での将来の継続的な存在」についての判断基準  

ア．判断するための指標   

現在、相当広範な地域の環境に継続的に存在しなくても、現に、一般環境中での検   

出がある物質や、「製造・輸入量」が一定以上ある化学物質については、将来、その   

増加等に伴って「相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すること   

となることが見込まれる」ものとなる可能性がある。このため、判断するための指標   

としては「一般環境中での検出状況」又は「製造・輸入量」を用いることが適当であ   

る。  

イ．判断基準   

①「一般環境での検出状況」による判断基準   

「一般環境での検出状況」で判断する場合、局所的あるいは一時的な検出報告があ   

るような場合には「相当広範な地域の環境での継続的な存在」があると見なすことは   

できないものの、製造・輸入量の増加等に伴って「相当広範な地域の環境において対   

象化学物質が継続して存することとなると見込まれる」ものとなる可能性がある。こ   

のため、例えば最近10年間で一般環境での検出が報告されているものについては、   

現時点で製造・輸入量等の取扱いのないことが明らかであるものを除き、「相当広範   

な地域の環境での将来の継続的な存在」があるものとみなしてよいものと考える。  

②「製造・輸入量」による判断基準   

「製造・輸入量」が一定量を超える場合には、当該化学物質の市場化が進み、将来  

的に「製造・輸入量」が増加することが想定される。このため、製造量及び輸入量の  

合計が一L定量以上であることをもって、「相当広範な地域の環境での将来の継続的な  

存在」の判断基準としてよいものと考える。  

なお、①、②とも、判断基準は1．（2）よりも緩くなる。  
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（3）第二種指定化学物質の具体的な選定方法   

上記（1）及び（2）にしたがい、別紙の「PRTR及びMSDS対象化学物質  

の具体的な選定基準」に該当し、第一種指定化学物質に該当しないものを第二種指  

定化学物質に選定することが適当である。  

3．その他の留意事項  

対象化学物質選定の考え方の原則を上記1．及び2．のとおりとするが、例えば   

次のような事例等には、個別物質毎に判断して対象化学物質の追加・削除を行うこ  

とが適当である。  

（1）「製造・輸入量」が特に大きく、物性等により暴露量が多いと想定されるも   

のは、有害性（今回判断基準とした有害性項目に限らない）、分解性等の性状   

を踏まえ必要に応じ追加。  

（2）「分解性」に関しては、環境中に排出された直後に（加水分解等により）無   

害なものに分解されることが明らかである物質を削除。  

（3）「蓄積性」が高い物質については、有害性の評価に高蓄積性であることを加   

味して検討の上、必要に応じ追加。  

その他、対象化学物質の選定に当たっては次の点に留意すべきである。  

（1）類似の構造・毒性を有することから物質群として取り扱うことが適当な化学   

物質については、物質群として指定することが適当である。  

（2）元素自体に毒性がありその化合物も元素と同様の毒性があると評価されてい   

る物質については、原則として当該元素及びそれを含む化合物全体を対象とし、   

また、元素とその化合物が異なる毒性を示す場合には、両者を区別して取り扱   

うことが適当である。  

（3）事業活動に伴って付随的に生成・排出される化学物質は、排出量の推計が一   

般に困難であるが、ダイオキシン類については実測が義務付けられているので   

排出量の届出が可能と考えられる。その他の事業活動に座って付随的に生成・   

排出される化学物質については、技術的対応の可能なものを対象とすることが   

適当である。  

（4）自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が以上の方法に   

よる対象化学物質となる場合には、その親化合物が対象化学物質となる。  

（5）「内分泌かく乱作用」については、現在、選定するための科学的知見が十分   

に集積されていないことから試験方法や評価方法の確立を急ぎ、優先度の高い   

物質から早急に試験を行い判断することが適当である。  
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Ⅲ．結論  

「Ⅱ．具体的選定方法」にしたがって物質の選定を行った結果、特定化学物質の環   
境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物   

質及び第二種指定化学物質については、別表1及び別表2とすることが適当である。  
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（別紙）  

PRTR及びMS DS対象化学物質の具体的な選定基準  

Ⅰ．有害性の範囲  

1．発がん性   

発がん性の情報には、定性的な情報と定量的な情報がある。定性的な情報とは、人に対  

する発がん性の確からしさの情報で、一般に人や動物への発がんの証拠の程度によってい  

くつかのグループに分類する評価方法が用いられている。   

発がん性については、信頼できる定量情報がある物質が少ないが、人に対して発がん性  

がある物質は、発がん強度が不明であっても対象からはずすべきではないと考えられる。  

また、一般には発がん強度の強いものほど発がん性の確認が得られやすいと考えられるこ  

とから、ここでは、定性的な情報を用いて発がん性の分類を行うことが適当である。  

IARCは、世界各国の専門家でワーキンググループを構成し、人への発がん性について  

の証拠を厳しく評価している。1ARCの発がん性評価は世界で最も信頼されている発がん  

情報であるので、十分信頼できることから優先的に利用すべきである。   

その他、発がん性の定性的な評価を行っていて信頼度の高い機関として、米国EPA、  

EU、米国NTP、ACGⅡⅠ、日本産業衛生学会が挙げられる。これら機関の信頼度はIARCに  

次いで高いと考えられ、発がん性の分類に利用できる。   

これらのいずれかの機関が「人に対して発がん性がある」との評価に相当するカテゴリ  

ーに入れている物質は発がん性クラス1とする。また、クラス2は「人に対する発がん性  

の疑いが高い」物質として、IARCで2Aまたは2Bとされている物質、又はその他の2つ  

以上の機関で「人に対する発がん性の疑いが高い」に相当するカテゴリーに入っている物  

質とする。   

以上より、発がん性の分類は表1の通りとなる。   

これらの分類のいずれかに該当する物質を指定対象候補物質とすることが適当である。  

表1 発がん性の分類  

クラス  IARC  EPA  EU  NTア  ACGm  日本産業  

衛生学会   

1   人発がん性あり  A   a   Al   

（1機関以上）   

2   人発がん性の疑いが強い  2A   81   2   b   A2   2A  

（IARCでZA又は2B  B2  A3   2B   

又は複数機関）   
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2．変異原性   

発がん性や遺伝毒性に関連する重要な情報である変異原性については、通常定性的な評  

価が行われており、相互比較が可能な定量的情報は限られている。また、変異原性試験の  

種類は多く、その試験結果も膨大であることから、国際機関等で評価された信頼できる情  

報だけを利用することが適当である。   

EUでは、人に対する変異原性に関する証拠の程度によりカテゴリー分けされているが、  

選定根拠が不明であるため、これに加えEHC、BUA、ECETOC、SIDS、通産省が作成した  

既存化学物質安全性評価シート（以下「評価シート」という。）等で根拠となりうるデー  

タがあるものについて選定のための検討対象とすべきである。   

また、日本では労働省や厚生省が細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を  

用いる染色体異常試験を行っているのでこれらの情報も利用すべきである。   

これらの情報により、  

（1）血Ⅴ汀0試験において陽性であるもの  

（2）細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が1000 rev／mg以上であり、かつ、ほ乳  

類培養細胞を用いる染色体異常試験が陽性であるもの  

（3）ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験のD20値が0．01mg／血以下であり、かつ、細  

菌を用いる復帰突然変異試験が陽性であるもの  

（4）細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が100rev血g以上であり、かつ、ほ乳類  

培養細胞を用いる染色体異常試験のD20値が0．1mか血以下のもの。なお、気体また  

は揮発性物質については低濃度において陽性を示すもの  

（5）異なるエンドポイント（遺伝子突然変異誘発性、染色体異常誘発性、DNA損傷  

性）をみるin v血0試験のいくつかにおいて陽性の結果が得られている等により  

（1）～（4）と同程度以上の変異原性を有すると認められるもの  

について、指定対象候補物質とすることが適当である。  

3．経口慢性毒性   

経口慢性毒性の定量的評価は、環境水や飲料水に関する様々な基準値や指針値、  

NOAEL（またはNOEL）、LOAEL（またはLOEL）、及びそれらから導かれる ADI、TDI  

やRのなどで示されている。   

本来は、種差や個体差や実験情報の不完全さが評価されてない生の実験データである  

NOAELやNOEL より、専門家によって適切に評価されて、信頼できる国際機関や国のデ  

ータベースに収録されている ADI、TDI、RfDなどの情報、或いはそれらのデータを元に  

設定されている基準値やガイドライン値を利用する方がよい。しかし、基準値やガイドラ  

イン値に用いられないADI、mI、Rのについては、その算出に用いる安全係数、不確定  

係数などについて専門家の間で十分な合意が得られていないという意見がある。  
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以上のことより、経口慢性毒性の情報源としては、WHO水質ガイドライン値及び米国  

EPAの飲料水基準値及び日本の水質汚濁に係る環境基準値と要監視項目指針値を最も信  

頼できるデータとして扱い、これらの基準値がない場合には米国EPAの nJS、EHC、  

BUA、ECETOC、SIDS、評価シート等に記載されている経口慢性毒性値NOAEL または  

NOEL（ない場合はLOAELまたはLOEL）を用いることとすることが適当である。また、  

日本で登録されている農薬についてはADIが公表されており、これも利用可能と考えら  

れる。   

まず、動物実験での経口慢性毒性NOAELが0．01mg此釘day以下の物質は、慢性毒性が強  

いと想定されることから経口慢性毒性クラス1とし、その10倍までをクラス貞、100倍  

までをクラス3とする。（なお、NOAELがなくNOELがある場合はNOELをNOAELとし  

て扱う。以下同じ。）   

また、一般にLOAELからNOAELを算出するのには不確定係数として3～10が用いら  

れるが、安全側の値をとることとしてLOAELでのクラス区分はNOAELのクラス区分の  

それぞれ10倍とすることとする。（なお、LOAELがなく LOELがある場合はLOELを  

LOAELとして扱う。以下同じ。）   

WHO等における水質に関するガイドライン値や基準値はNOAELやLOAELを基にして  

決められていることから、分類に際してもこれらとの整合性をとるべきである。   

以下に、NOAELと水質に関する基準値との関係式を示す。  

NOAEL（mき咋釘血y）×体重（kg）×飲料水の寄与率  
水質に関する基準値等（m釘L）＝   

不確定係数又は安全係数×1日飲料水量（L／血y）   

米国EPAにおいては、体重は70kg、1日に摂取する飲料水量については2L／血yが用い  

られ、不確定係数は一般には種差と個体差からの100、飲料水の寄与率は特別な情報がな  

ければ有機物質の場合は20％、無機物質の場合は10％が用いられている。これらの値を代  

入してNOAELが0．01m帥釘血y以下（クラス1に相当）に対応する水質に関する基準値を  

等を算出すると以下のようになる。  

0．01mg此釘d町× 70kgX O．2（または0．1）  
クラス1水質基準値  

100× 2L／d町  

＝0．0007（または0．00035）mg几   

水質に関する基準値等によるクラスもNOAELによるクラスと同様にオーダーで区切る  

こととし、オーダーで区切りの良い安全側の値をとると 0．001mg几以下の物質が経口慢性  

毒性クラス1となる。以下NOAELのクラスと同様、クラス1の10倍をクラス2、100倍  

をクラス3とする。   

ここで、WHOや日本では飲料水の寄与率は10％、体重はWHOは60kg、日本では50kg  

を用いており、これらで計算すると算出結果は0．0003及び0．00025 となるが、これらの場  

合もオーダーで区切ることとし安全側の評価をとると 0．001mg几となるため、同様のクラ  
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スでよいと考えられる。   

なお、日本で登録されている農薬の ADIを利用する場合、ADIの多くは動物実験から  

のNOAELに1／100をかけて導かれていることから、NOAEL／100 と同程度としてクラス設  

定・分類を行うことが適当である。  

以上から経口慢性毒性の分類は表2の通りとなる。  

これらの分類のいずれかに該当する物質を指定対象候補物質とすることが適当である。  

表2 経口慢性毒性の分類  

IRIS等  農薬  

クラス             水質基準値（WHO、  NOAEL（NOEL）  LOAEL（LOEL）  ADI（mgn（g／day）  

EPA、日本）（mg∧）   （mg瓜釘血y）   （mg此釘血y）   

1   0．001以下   0．01以下   0．1以下   0．0001以下   

2   0．01以下   0．1以下   1以下   0．001以下   

3   0，1以下   1以下   10以下   0．01以下   

4．吸入慢性毒性   

吸入毒性の定量的評価は、様々な大気に関する基準値、ガイドライン値や、 

（またはNOEL）、LOAEL（またはLOEL）、及びそれらから導かれるRfCなどで示され  

ている。   

本来は、種差や個体差や実験情報の不完全さが評価されていない生の実験データである  

NOAELやNOEL より、専門家によって適切に評価されて、信頼できる国際機関や国のデ  

ータベースに収録されている RfCなどの情報、或いはそれらのデータを元に設定されて  

いる基準値やガイドライン値を利用する方がよい。しかし、基準値やガイドライン値に用  

いられないR托：などについては、その算出に用いる安全係数、不確定係数などについて  

専門家の間で十分な合意が得られていないという意見がある。   

以上のことより、吸入慢性毒性の情報源としては、WHO欧州地域事務局大気質ガイド  

ライン値及び日本の大気の汚染に係る環境基準値を最も信頼できるデータとして扱い、ガ  

イドライン値がない場合には米国 EPAの mSに記載されている吸入慢性毒性値NOAEL  

（IiEC；HumanEquivalentConcentration）またはLOAEL（HEC）を用いることが適当である。そ  

の他、利用可能と考えられるデータとしては、EHC、BUA、ECETOC、SIDS、評価シート  

等に記載されているNOAELまたはNOEL（ない場合はLOAELまたはLOEL）が挙げられ  

る。   

まず、WHO欧州地域事務局大気質ガイドライン値及び日本の大気の汚染に係る環境基  

準値の分類であるが、これら大気質に関するガイドライン値や基準値と、経口慢性毒性  

NOAELとの間には以下の関係がある。  
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大気質に関する  NOAEL（mgAig／day）×体重（kg）×経口吸収率×大気の寄与率   

基準値等（mg／mり   不確定係数又は安全係数×吸入吸収率×1日呼吸量（m｝／血y）  

ここに、体重70kg、吸入吸収率をα、経口吸収率をβ、呼吸量として20mソ血y、種差と  

個体差の不確定係数として100、大気の寄与率として1を用い、吸入吸収率αと経口吸収  

率βは物質毎に異なるがここでは同じと仮定し、NOAELが0．01mgA（釘day以下（クラス1  

に相当）に対応する大気質に関する基準値等を算出すると以下のようになる。  

0．01mg耽少血y X 70kg X β ×1  
クラス1大気質基準値  

100× α × 20m3／d町  

0・00035mg／m3   

大気質に関する基準値等によるクラスも水質基準値によるクラスと同様にオーダーで区  

切ることとし、オーダーで区切りの良い安全側の値をとると0．001mg／m，以下の物質が吸入  

慢性毒性クラス1となる。以下NOAELのクラスと同様、クラス1の10倍をクラス2、  

100倍をクラス3とする。   

NOAEL（HEC）またはLOAEL（HEC）を用いる場合、吸入NOAEL（HEC）は実験動物に対す  

る吸ネNOAELを暴露時間で補正した上で、人間と実験動物についての呼吸量と呼吸表面  

積との比で補正して換算した値であり、このまま環境大気における人間の吸入NOAELと  

して用いることができる。一方、実験動物に対する経口NOAELは体重1kgあたりの経口  

摂取量で示されていることから、吸入NOAEL（Ⅰ正C）と経口NOAELには以下のような関係  

がある。  

経口NOAEL（m釘k釘血y）×体重（kg）×経口吸収率  
吸入NOAEL（HEC）（mg／m3）   

吸入吸収率×1日呼吸量（mさ／d町）   

ここに、体重70kg、吸入吸収率α及び経口吸収率βを同じと仮定、呼吸量として  

20m3／血yを用い、経口NOAELが0．01mg此釘day以下（クラス1に相当）に対応する吸入  

NOAEL（HEC）を算出すると以下のようになる。  

0．01m釘k釘d町× 70kg X β  
クラス1NOAEL（HEC）＝  

α × 20mi／day   

O・035mg／m5   

吸入NOAEL（HEC）によるクラスも水質基準値によるクラスと同様にオーダーで区切る  

こととし、オーダーで区切りの良い安全側の値をとると0．1mg／mユ以下の物質が吸入慢性  
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毒性クラス1となる。以下経口NOAELのクラスと同様、クラス1の10倍をクラス2、  

100倍をクラス3とする。   

また、 一般にLOAELからNOAELを算出するのには不確定係数として3～10が用いら  

れるが、安全側の値をとることとしてLOAEL（HEC）でのクラス区分はNOAEL（HEC）のク  

ラス区分のそれぞれ10倍とすることとする。   

なお、rRIS以外の EHC、BUA、ECETOC、SIDS、評価シー ト等に記載されている  

NOAEL（またはLOAEL）については、暴露時間の補正が行われていないことから、本来  

であれば何らかの換算が必要となるが、クラス区分がオーダー単位であることから  

NOAEL（HEC）（またはLOAEL（HEC））と同様に扱って良いと考える。  

以上から吸入慢性毒性の分類は表3の通りとなる。  

これらの分類のいずれかに該当する物質を指定対象候補物質とすることが適当である。  

表3 吸入慢性毒性の分類  

クラス     大気基準  IRIS等  
（mg／m3）      NOAEL（NOEL）（mg／m3）  LOAEL（LOEL）（mg／m3）   

1   0．001以下   0．1以下   1以下   

2   0．01以下   1以下   10以下   

3   0．1以下   10以下   100以下   

5．作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性情報   

ACGIH及び日本産業衛生学会は、作業環境における許容濃度の勧告を行っている。こ  

の許容濃度は、基本的に1日8時間週5日（計40時間）暴露されると仮定したTWA（時  

間荷重平均値）として勧告されており、ほとんどすべての労働者が毎日くり返し暴露を受  

けても健康障害を起こさない濃度とされていることから、慢性毒性情報と考えられる。   

作業環境の許容濃度は作業条件下での暴露を想定して設定された値であり、労働の場以  

外での環境要因の許容限界値として用いてはならないとされている。しかしながら、吸入  

毒性の定量的情報は非常に少ないため、作業環境と一般環境との差を十分考慮して作業環  

境許容濃度を利用することが適当である。   

作業環境許容濃度のTWAは、「ほとんどの健康な成人が1日 8時間、週40時間くり  

返し暴露されて、健康上の悪影響が見られないと判断される時間荷重平均値の濃度」とさ  

れていることから、健康な成人に対してはおよそ無毒性量に設定されていると考えられる。  

したがって、健康な成人に対するNOAEL（HEC）と作業環境許容濃度TWAとの関係を次式  

のように推定できる。  
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健康な成人に対する  

NOAヱL（HEC）（mg／m3）  

40   

24 × 7  

1  1  

×－ ＝TWA（mg血l3）× －  
a  lO   

＝TWA（mg／m3）×  

なお、40／（24× 7）は時間補正項、1／aは単純な暴露時間の換算だけでは補正できない作  

業環境と爪一般環境の違い、すなわち、作業時間のみの断続的な暴露では回復が考えられる  

が、一一般環境では継続的な暴露となるため回復期間はないことを考慮した補正係数であり、  

時間補正項の40／（24×7）＝1／4．2とあわせて1／10を用いることとする。   

一方、一般環境中の広範囲の敏感な人も考慮したNOAEL（HEC）は、健康な成人に対す  

るNOAEL（HEC）に個体差の不確定係数として10を用いて換算できること、及び動物実験  

からのNOAm（HEC）に種差の不確定係数として10、個体差の不確定係数として10を用い  

て換算できることから、次の2式が成り立つ。  

健康人NOAEL（HEC）（mghn’） TWA（mghn3）×l／10  
一般人NOAEL（HEC）（mg／m3）＝  

10  

動物実験からのNOAEL（HEC）（mghn3）  

10   

一般人NOAEL（HEC）（mghn3）＝  
10×10  

以上の式から吸入慢性毒性との整合性を取ると、TWAは動物実験からのNOAEL（HEC）  

にほぼ相当すると考えることができる。したがって、動物実験からのNOAEL（HEC）のク  

ラス10・1mg／m3以下に相当する作業環境許容濃度（m）0．1m釘m3を作業環境許容濃度クラ  

ス1とし、クラス1の10倍をクラス2、100倍をクラス3とする。   

なお、以上の考え方は環境中で気体で存在する物質にはそのまま適用できるが、完全に  

気体とは見なせない粒子状物質等は、一般環境で作業環境許容濃度のような高濃度では存  

在し得ないことを考えると、粒子状物質等の濃度は気体状物質の同クラスの濃度から少な  

くとも1オ」ダー下げることが適当である。  

以上から作業環境許容濃度からの分類は表4の通りとなる。  

これらの分類のいずれかに該当する物質を指定対象候補物質とすることが適当である。  

表4 作業環境許容濃度での有害性の分類  

ACGm又は日本産業衛生学会  

クラス  

TWA（mghn3）（気体）   TWA（mg／m3）（粒子状物質等）   

1   0．1以下   0．01以下   

2   1以下   0．1以下   

3   10以下   1以下   

※急性毒性を除く  
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6．生殖／発生毒性   

生殖／発生毒性は、生殖細胞の形成から、交尾、受精、妊娠、分娩、次世代の発育、成  

熟に至るまでの一連の過程のいずれかの時期に作用して、生殖及び発生に有害な影響を及  

ぼす毒性のことである。   

人に対する生殖／発生毒性については、EUの危険な物質の分類、包装、表示に関する  

理事会指令（CounCilDirective67／548侶EC）により、3つのカテゴリーに分けられており、  

根拠としうる定量データがある場合に生殖／発生毒性の分類に利用できると考えられる。  

根拠としうる定量的なデータとしては、EHC、BUA、ECETOC、SIDS、評価シート、厚生  

省化学物質毒性試験報告等が考えられる。   

EUカテゴリー1には「人の生殖能力を害することが知られている物質（R60）」及び  

「人に対して発生毒性を引き起こすことが知られている物質（R61）」が分類されており、  

これらには疫学的な証拠がある物質が分類されていることから、生殖／発生毒性クラス1  

とする。   

EUカテゴリー2には、疫学的証拠はないものの「人の生殖能力を害するようにみなさ  

れるべき物質（R60）」及び「人に対して発生毒性を引き起こすようにみなされるべき物  

質」が分類されており、クラス2とする。   

また、EUカテゴリー3には「人の生殖能力に対して懸念を引き起こす物質（R62）」及  

び「人に対して発生毒性の懸念を引き起こす物質（R63）」が分類されており、これらは人  

に対して生殖／発生毒性があるかどうかに関しては不十分な証拠しかないが、動物に対し  

て生殖／発生毒性があることが証明されている物質であることからクラス3とする。   

以上より、EUのリスク警句からの分類は表5の通りとなるが、これらの分類のいずれ  

かに該当するもののうち、データを有するものを指定対象候補物質とすることが適当であ  

る。  

表5 生殖／発生毒性の分類  

EUリスク警句＊  

クラス  

生殖機能を損なう   胎児に害を及ぼす   

1   Repr．カテゴリー1（R60）   Repr．カテゴリー1（R61）   

2   Repr．カテゴリー2（R60）   RepLカテゴリー2（R61）   

3   Repr．カテゴリー3（R62）   Repr．カテゴリー3（R63）   

＊根拠となるデータがある場合  

－16－   



7．感作性   

感作性は、気管等を刺激し、アレルギー様症状を起こす性質のことであり、その定性情  

報を分類に利用することが適当である。なお、感作性には気道感作性と皮膚感作性がある  

が、皮膚感作性については実際の環境濃度では問題になり得ないため、ここでは気道感作  

性のみを対象とすべきである。   

日本産業衛生学会では、様々な情報から検討を行って感作性物質を分類して表示してお  

り、日本の専門学会が評価した情報として利用でき、日本産業衛生学会の許容濃度の勧告  

で気道感作性第1群に指定されている物質及び気道感作性第2群を感作性のある物質に分  

類する■。   

EUでは、危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令（CounCilDirective  

67／548侶EC）において、吸入による感作性物質をR42に指定しており、国際的に評価され  

た物質として利用することができるが、感作性とした根拠が不明であることから、EHC、  

BUA、ECETOC、SIDS、評価シート等で根拠となりうるデータがあるものを感作性のある  

物質に分類する。   

ACGⅡiでは人に対する感作性を評価しており、これも専門家による十分な評価が行わ  

れている情報として利用することができるが 、ACGⅡiのnV表中に感作性を示すSENま  

たは Sensitizationと表示されている物質には皮膚感作性も含まれていることから、EHC、  

BUA、ECETOC、SIDS、評価シート等で根拠となりうるデータがあるものを感作性のある  

物質に分類する。   

以上より、感作性を有する物質として指定対象候補物質となるのは、表6のうち、日本  

産業衛生学会の気道感作性物質、又はACGIH若しくはEUリスク警句により分類され  

たもののうち根拠となりうるデータのあるものとすることが適当である。  

表6 感作性の分類  

日本産業衛生学会  ACGⅡi＊   EUリスク警句＊   

気道感作性物質  

第1群  SEN，Sensitiza血on表示   R42指定物質   

第2群  

＊根拠となるデータがある場合  

8．生態毒性   

「動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれ」は、生態系への影響を判断する際  

に用いる「生態毒性」を意味している。  
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生態毒性については、OECDが定めたテストガイドラインを用いた生態毒性試験の結果  

により判断1「る方法が国際的に定着している。特に、藻類（植物プランクトン）を一爪一次生  

産者の、ミジンコ（動物プランクトン）を一次消費者の、魚類を高次消費者の代表と見て、  

この3種類の試験結果で化学物質の生態系への影響を判断する方法が、現時点において  

OECD をはじめ国際的に主に用いられていることから、これらを生態毒性の判断の際の項  

目に用いることが適当である。   

生態毒性については、その試験結果の評価を行う機関が少なく、評価済みのデータを集  

めたデータベースが少ない 。今回は、以下の情報源を「評価済み」として用いることが適  

当である。   

OECETOC（EuropeanCenterfbrEcotoxicologyandToxicologyofChemicals）がまとめた  

TechmicalReport（No．56），AquadcToxicityDataEvaluation   

O環境庁において実施して評価した生態影響試験報告（平成7～9年度）   

○日本において登録されている農薬に関する公表データ   

この他、EUにおける分類表示（CounCilDerective67／548侶ECに基づくもの）については、  

根拠としうる定量データがある場合に利用できる。   

生態毒性iこついての分類としては、OECD／IOMCで合意されてた分類方法を参考にしつ  

つ行うべきである。生態毒性評価においては慢性毒性のデータ数が少ないので、OECD等  

で実施されているように、データ数の多い急性毒性試験の結果（L（E）c5。）も用いて慢性  
的な影響の程度を判断することが適当である。これにより、今回の物質選定においては、  

慢性毒性デー一夕（原則としてNOEC）と急性毒性試験結果とを両方利用することとし、こ  

の際NOECとL（E）C5。とは通常10～100倍程度の開きがあることを考慮してⅣ一つの表に  

まとめた。分類は、OECD／IOMCやEUで用いられている3クラスの分類のうち、有害性  

の程度の大きい方から2つ目までのクラスを用いることとした。なお、これに相当する  

EUの分類はR50とR51である。   

以上より、生態毒性の分類は表7の通りとなる。   

これらの分類のいずれかに該当する物質を指定対象候補物質とすることが適当である。  

表7 生態毒性の分類  

クラス   NOEC   L（E）C5。   EU＊   

0．1mg／l以下   1mg／1以下   R50   

2：   1mg／1以下   10mg／1以下  R51  

＊根拠となるデータがある場合  
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9．オゾン層破壊物質   

「当該物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させること  

により人の健康を損なうおそれがあるもの」については、「オゾン層破壊物質」として  

モントリオール議定書の規定に即して国際的に合意されており、これに該当する物質を  

指定対象候補物質とすることが適当である。  

Ⅱ．選定基準  

（1）第〟種指定化学物質の選定基準   

第一種指定化学物質の選定基準としては、Ⅰの1．～9．のいずれかの有害性に分類  

された物質で、「1年間の製造・輸入量」が一定量以上または一般環境中で最近10年  

間で複数地域から検出されたものについては、現時点で製造・輸入等の取扱いがないこ  

とが明らかであるものを除き「相当広範な地域の環境での継続的な存在」があるものと  

みなし、選定対象とすることを基本とすることが適当である。ただし、特に重篤な障害  

をもたらす物質及び使用形態から見て明らかに環境中に放出されやすい物質については、  

「製造・輸入量」がより小さいレベルのものも「相当広範な地域の環境での継続的な存  

在」があるものとみなし、選定対象とすることが適当である。   

具体的な「1年間の製造・輸入量」には、これより多いと環境中から検出されやすく  

なる100トンを基本とし、より小さいレベルのものも対象とする場合はこれより1桁下  

の10トンとするのが一つの考え方である。また、OECDにおいて高生産量化合物等の目  

安としている1000トンを基本とする考え方もある。製造量、輸入量については公式統  

計、通産省の調査等を用いることができる。   

基本とする「1年間の製造・輸入量」を100トンとした場合、有害性ランクで発がん  

性クラス1の物質は、特に重篤な障害をもたらす物質であることが明らかであることか  

ら、「1年間の製造・輸入量」10トン以上の物質を選定することが適当である。なお、  

農薬については使用形態から見て明らかに環境中に放出されやすい物質であることから、  

「1年間の製造・輸入量」10トン以上の物質を選定することが適当である。   

また、－一般環境中での検出状況については、過去10年間の「化学物質環境汚染実態  

調査（通称；黒本調査）」におけるモニタリング結果等により、複数の地域から検出さ  

れた物質を選定することが適当である。   

なお、モントリオール議定書に規定されているオゾン層破壊物質（「特定物質の規制  

等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）」の特定物質）は、国際的に  

適正管理が求められていること、その使用形態（冷凍機での使用等）から見て製造輸入  

が禁止されているものであっても現在もなお使用されている可能性が高いことから、  

「製造・輸入量」として過去の製造・輸入量の累積値を使用することが適当である。オ  

ゾン層破壊物質が環境中に排出された場合には、オゾン層に到達するまでは分解されに  
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くいものであることから、過去の累積の「製造・輸入量」が10トン以上のものでも  

「相当広範な地域の環境での継続的な存在」が認められるものとみなし、選定対象とす  

ることが適当である。  

（2）第二種指定化学物質の選定基準   

有害性の範囲については、第一種指定化学物質と同じ範囲とすることとなっている。   

一般環境中で局所的あるいは・時的でも検出報告がある場合には、製造・輸入量の増  

加に伴って「相当広範な地域の環境において継続して存することとなると見込まれる」  

ものとなる可能性がある。また、「1年間の製造・輸入量」が1トンを超えることは、  

当該化学物質の市場化が進み、将来的に「製造。輸入量」が増加することが想定される。  

このため、「製造量、輸入量又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境におい  

て継続して存することとなることが見込まれる化学物質」の判断基準としては、，・一般環  

境中において最近10年間で1ケ所報告があるもの又は「1年間の製造・輸入量」1ト  

ン以上のものとすることが適当である。  
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第一種指定候補物質リスト  別表1   

亘   
CAS   

物資者血申q巨   別封 発がん性クラスT   

亜鉛化合物（溶解性）  

2  137－30－4  S．S■一亜鉛（Ⅱ）＝ビス（ゾメチルカルハ◆モゾチオア」・）   ゾラム  

3   79－06－1  アクルアミド  

4  107－02－8  アクリルアルデヒド   アクロレイン  

5   79－10－7  アクリル酸  

6  140－88－5  アクリル酸エチル  

7  2439－35－2  アクリル酸2－（シ●メチルアミノ）エチル  

8   96－33－3  アクリル酸メチル  

9  107－13－1  アクリロニトリル  

10  103－23－1  アゾピン酸ビス（2－エチルヘキシル）  

打  111－69－3  アゾポニトリル  

12  15ト56－4  アシ●リシ●ン   エチレンイミン  

13   75－07－0  アセトアルデヒト■  

14   75－05－8  アセトニトリル  

15   78－67－1  2，2’－アゾヒ■スイソナチロニトリル  

16   90－04－0  0－アニシソン  

17   62－53－3  アニリン  

18  14卜43－5  2－アミノエタノール  

19  111－40－0  N－（2－アミノエチルト1，2－エタンシ’アミン   ゾエチレントリアミン  

20  120068－37－3  5－アミノー1－［2，6－ゾクロロー4－（トリフルオロメテル）フユニルト4－  

［（トリフルオロメチル）スルフィニルト1H－ピラゾールー3一加レホ■二  

トリル   

21   61－82－5  3－アミノー1H－1．2．4－トリアゾール   アミトロール  

22  53369－07－6  2－アミ／一4－［ヒト■ロキシ（メチル）ホスフィノイル］酪酸   ク■ルホシネート  

23  591－27－5  m－アミノフェノール  

24  107－18－6  アリル＝アルコール  

25  106－92－3  トアリルオキシー2．3－エホヰシアロハ】ン  

26  アルキルヘ●ンセ●ンスルホン酸及びその塩（直鎖型）  

（C＝10－14）  

27  アンチモン及びその化合物  

28  4098－7ト9  3イソシアナトメチルー3，5．5一トリメチルシクロヘキシル＝イソシア  

ナート   
29   78－79－5  イソプレン  

30   80－05－7  4，4，’－イソアロビリデンシ●フェノール   ビスフェノールA  

31  25068－38－6  4．4’イソアロビリデンシウエノール・1－クロロー2，3－エホヰシア  

ロハ○ン重縮合物   
∂2  4162－45－2  2，2’－Iイソプロビリデンビス［（2．6－ゾフ●ロモー4，トフユニレン）オ  

キシ］Iシ●エタノール  

33  2631－40－5  2イソブロピルフ工ニル＝メチル加レl◆マート   イソプロ加けてMIPC〉  

34   98－83－9  イソプロヘウニルヘ●ンセ●ン   α－メチルスチレン  

35  114－26－1  2イソプロポキシフ工ニルニメチル加レハ●マート   プロポキスル（PHC）  

36   96－45－7  2－イミダゾリシーンチオン   エチレンチオウレア、2イミダゾリンー2－チ  

オール  

37  13516－27－3  1，1’－［イミノヒ■ス（オクタメテレン）】ゾゲアニシ●ン   イミノクタゾン  

38  76578－14－8  エチル＝2一［4－（6－クロロー2ヰノキサリニルオキシ）フエノキシ］プロ  

ピオナート   
39  25319－90－8  S－エチル＝2－（4－クロロー2－メチルフエノキシ）チオアセタート  MCPA一チオエチル（フ工ノチオール）  

40  17109－49－8  0一エチル＝S．S－シ■フ工ニル＝ホスホロシ■チオアート   エディフェンホス（EDDP）  

41  640－15－3  S－［2－（エチルチオ）エチル］＝0．0－シ■メチル＝ホスホロシ7オアー  

42  2104－64－5  0－エチル＝0－（4一ニトロフェニル）＝フエニルホスホノチオアート  EPN  

43  40487－42－1  N－（1－エチルプロピル）一2，6－シ■ニトロー3，4－キシリソン   へ○ンディメタリン  

44  2212－67－1  S－エチル＝ヘキサヒドロー1H－アセ●ピンー1一加レホーチオアート  モリネート  

45  100－41－4  エチルヘ●ンすン  

46  35400－43－2  0－エチル＝0－【4－（メチルチオ）フ工ニル］＝S－フbロヒ○ル＝ホスホロ  

シ●チオアート   

47  36335－67－8  0－エチル＝0－（5－メチルー2－ニトロフ工ニル）＝sec－プチルホス  

ホルアミト7オアート   

48  107－21－1  エチレン＝グリコール  
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第一種指定候補物質リスト  別表1   

No   
qAS   

物質名（ルPAq）   別名 寛がん性クラス1   

49  107－15－3  エチレンシーアミン  

50   60－00－4  エチレンゾアミン四酢酸  
51  12122－67－7  （［エチレンビス（加レハ●モゾチオアト）］（2－）I亜鉛   ゾネブ  

52  12427－38－2  t［エチレンビス（カルハ■モソテオアト）］（2一）Iマンがン   マンネナ  

53   62－44－2  4’一工トキシアセトアニリト■   フェナセチン  

54  110－80－5  2－エトキシエタノール   エチレングリコール＝エチル＝エーテル  

55  2593－15－9  5一工トキシー3－（トリクロロメチルト1，2，4－チアゾアゾール   工トリゾアゾール（エクロメゾール）  

56   96－09－3  α．β－エホヰシスチレン   スチレンオキシト●  

57  122－60－1  1．2－エポキミト3－フエノキシナロハ〉ン   ダリシシ◆ルフェニルエーテル  

58  556－52－5  2．3－エポキシノトナロハ0ノール  

59   75－56－9  1．2－エポキシプロハ○ン   メチルオキシラン、プロピレンオキシトー  

60   75－21－8  オキシラン   エチレンオキシト●   ＊   

61  111－87－5  1－オクタノール  

62  1806－26－4  4－オクテルフェノール  

63  カト■ミウム及びその化合物  ＊   

64  105－60－2  ど一カプロラクタム  

65  576－26－1  2．6－キシレノール  

66  1330－20－7  キシレン  

67  銀及びその化合物（溶解性）  

68  107－22－2  ケリオキサール  

69  111－30－8  ゲルタルアルデヒト’  

70  1319－77－3  クレゾール  

71  クロム及び3価クロム化合物  

72  6価クロム化合物  ＊   

73   79－04－9  クロロアセチル＝クロリト’  

74   95－51－2  0－クロロアニリン  

75  106－47－8  p－クロロアニリン  

76  108－42－9  m－クロロアニリン  

77   75－00－3  クロロエタン  

78  1912－24－9  2－クロロー4－エチルアミノー6－イソフ0ロビルアミノー1．3，5－トリアシー  
ン   

79  51218－45－2  2－クロロー2’一エチルーN－（2－メトキシートメチルエチル）－6’－メチ  

ルアセトアニリト●   

80   75－0卜4  クロロエチレン   塩化ビニル（モノマー）   ＊   

81  106－89－8  トクロロー2．3－エポキシプロハロン   エビクロロヒトヤリン  

82  2310－17－0  S－［（6－クロロー2－オキソー3（2H）－へ●ンスーオキサゾリル）メチ  

ル］＝0．0一ゾエチル＝ホスホロゾチオアート   

83  79622－59－6  3－クロローN－［3－クロロー5－（トリプルオロメチル）一2－どリソルト  

α，α．α－トリプルオロー2，6－ソニトローP－トルイゾン   

84  119446－68－3  卜（（2－［2－クロロー4－（4－クロロフエノキシ）フ工ニルト4－メチルー  

1．3－シ牙キソランー2－イル1メチル）－1H－1，2，4斗リアゾール   

85   79－1卜8  クロロ酢酸  

86  122－34－9  6－クロローN，N’－ゾエチルー1．3．5－トリアシーンー2，4一ゾアミン  シマゾン（CAT）  
87  51218－49－6  2－クロロー2■．6’－ゾエチルーN－（2－プロポキシエチル）アセトアニリ  

ト●   

88  15972－60－8  2－クロロー2■．6，－シ◆エチルーN－（メトキシメチル）アセトアニリト◆  アラクロール  

89  470－90－6  2－クロロー1－（2，4－ゾクロロフ工ニル）ヒーニル＝ゾエチル＝ホスファー  

90  2274－67－1  2－クロロート（2，4－ゾクロロブェニル）ヒ◆ニル＝ゾメチル＝ホスファー  

91   97－00－7  トクロロー2，4－ソニトロヘ小ンサン  

92  1－クロロー1」－ゾフルオロエタン   HCFC－142b  

93  クロロゾフルオロメタン   HCFC－22  

94  2－クロロー1，1，1．2うトラフルオロエタン   HCFCL124  

95  クロロトリプルオロエタン   HCFC－133  

96  クロロトリフルオロメタン   CFC－13  

97   95－49－8  0－クロロトルエン  

98  100－00－5  p－クロロニトロヘーンすン  

22  



第一種指定候補物質リスト  別表1   

榊S   
三∴Nム   物質名（山P殖仁   別名 発がん性クラスゝ1   

99  77458－0卜6  0－［1－（4一クロロフ工ニル）－1日－ビラゾールー4－イル］＝0一工チ  

ル＝S－プロピル＝ホスホロチオアート   

100  107－05－1  3－クロロブロヘ○ン  

101  28249－77－6  S－（4－クロロヘヤンゾル）＝ゾエチルカルハーモチオアート   チオヘ●ン加レナ（ヘーンチオカづ■）  

102  86598－92－7  4－タロロヘ■ンゾル＝N－（2．4－シ■クロロフエニル）－2－（1H－  

1．2，4－トリアゾールートイル）アセトイミドチオアート   
103  108－90－7  クロロヘ●ンセ●ン  

104  クロロヘリンタフルオロエタン   CFC－115  

105   74－87－3  クロロメタン   塩化メチル  

106   94－74－6  （4－クロロー2－メチルフエノキシ）酢酸   MCPA（MCP）  

107  96491－05－3  2一クロローN－（3－メトキシー2一チエニルト2’，6’－ゾメチルアセトア  

ニリト●   

108  1314－62－1  五酸化八ナナシりム  

109  コハ●ルト及びその化合物  

110  111－15－9  酢酸2－エトキシエチル  

111  108－05－4  酢酸ビニル  

‖2  110－49－6  酢酸2－メトキシエチル  

113   55－63－0  三硝酸グリセリン   ニトログリセリン  

114  3861－47－0  4－シアノー2．6一シー］－ト■フェニル＝オクタノアート   イオキサニルオクタノエート（アイオキシニル）  

115  51630－58－1  シアノ（3づエノキシフ工ニル）メチル＝2－（4－クロロフ工ニルト3－メチ  

ルアチラート   
116  52315－07－8  シアノ（3－フエノキシフ工ニル）メチル＝3－（2，2－ゾクロロビニルト  

2，2－シ■メチルシクロプロハ0ン加レホ●キシラート   

117  102851－D6－9  α－シアノー3⊥フエノキシヘ●ンシ●ル＝N一【2－クロト4－（トリフルオ  

ロメチル）フ工ニルトD－J＼●リナート   

118  無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く）  

119  50512－35－1  シ●ィソナロビル＝2－（1，3－ゾチボンー2－イリ子●ン）マ叶－ト  イソプロチオラン  

120  100－37－8  2－（シ●エチルアミノ）エタノール  

121  333－41－5  0，0－ゾエチル＝0－（2イソプロピルー6－メチルー4－ビリミゾニ  
ル）＝ホスホロチオアート   

122  298－04－4  0．0－ゾエチル＝S－［2－（エチルチオ）エチル］＝ホスホロシ●チオアー  

123  13593－03－8  0．0一ゾエチル＝0－（2－キノキサリニル）＝ホスホロチオアート  キナルホス  

124  119－12－0  0，0－シーエチル＝0－（1，6－ゾヒト◆ロー6－オキソー1－フェニルー3－  

ビリダシ■ニル）＝ホスホロチオア」、   

125  12ト75－5  ゾエチル＝［（シ●メトキシホスフィノチオイル）チオ】スクシナート   マラチオン（マラソン）  

126  2921－88－2  0．0一ゾエチル＝0－（3．5．6－トリクロロー2－ビリシ●ル）＝ホスホロ  

チオアート   
127  125306－83－4  N，N－シ■エチルー3－［（2，4，6－トリメチルフエニル）スルホニルト  

1H－1．2，4－トリアゾールート加レホ●キサミド   
128  18854－0卜8  0，0－シ■エチル＝0－（5－フ工ニルー3－イソオキサゾリル）＝ホスホロ  

チオアート   
129   56－23－5  四塩化炭素  

130  123－9ト1  1．4－シ●ォキサン  

131  108－91－8  シクロヘキシルアミン  

132   95－33－0  N－シクロヘキシルー2－へ’ンゾチアゾールスルフ工ンアミトー  

133  107－06－2  1．2－シ■タロロエタン  

134   75－35－4  1．トシ■クロロエチレン   塩化ビニリデン  

135  156－59－2  cjs－1，2－ゾクロロエチレン  

136  156－60－5  trans－1，2－ゾクロロエチレン  

137  シ■クロロゾフルオロメタン   CFC－12  

138  23950－58－5  3，5－シ’クロローN－（1，トシ■メチルー2づ〉ロビニル）へ’ンス■ァミト◆  アロビザミト■  

139  ゾクロロテトラフルオロエタン   CFC－114  

140  2．2－ゾクロローり．1－トリフルオロエタン   HCFCq123  

141  82692－44－2  2－［4－（2．4－ゾウロロ「¶－トルオイル）一1．3－ゾメチルー1H－ビ  

ラゾールー5－イルオキシト4－メチルアセトフ工ノン   

142  106917－52－6  2’．4－シ●クロロー4■一ニトロー3－（トリフルオロメチル）へ■ンセ■ンスルホ  

ンアニリト◆   
143  3209－22－1  1．2－ゾウロロー3一ニトロヘーンサン  

144   89－61－2  1．4－ゾクロロー2一ニトロヘ●ンサン  

145   62－73－7  2，2－ゾクロロビニル＝ゾメチル＝ホスファート   ゾクロルホ小ス（DDVP）  

，・，・・23 －  



第一種指定候補物質リスト  別表1   

No   
CÅS   

物質名（IUPAC）   別名   発がん性クラス1   

146  34643－46－－4  0－（2，4－ゾウロロフ工ニル）＝0－エチル＝S－アロビル＝ホスホロ  

シ●チオアート   

147   97－17－－6  0－（2，4－シ■クロロフ工ニル）＝0．0－ゾエチル＝ホスホロチオアート  ゾウロルフ工ンチオン（ECP）  

148  330－54－－1  3－（3，4－ゾクロロブェニルト1．トゾメチル尿素   ゾウロン（DCMU）  

149  330－55－－2  3－（3，4－ゾウロロフ工ニル）一1－メトキシー1－メチル尿素   リニュロン  

150   94－75一－7  （2．4－ゾウロロフエノキシ）酢酸   2．4－D（2．4－PA）  

151  1，1－ゾウロロー1づルオロエタン   HCFC～141b  

152  ゾウロロフルオロメタン   HCFCr21  

153   96－23・－1  1．3一ゾクロロー2－プロハ0ノール  

154   78－87－－5  1．2－ゾクロロブロハ0ン  

155  709－98－－8  3■．4」ゾウロロブロビオンアニリト   7D臼ハロニル（DCPA）  

156  542－75・－6  1，3－ゾクロロブロヘ0ン   D－D  

157   91－94－－1  3，3’－ゾクロロヘ■ンゾゾン  

158   95－50－－1  ●    ＝  

159  106－46－－7  p－ゾクロロヘ●ンセーン  

160  71561－11－－0  2－［4－（2．4－ゾクロロヘーンゾイルト1，3－ゾメチルー1H－ビラ  

ゾールー5－イルオキシ］アセトフ工ノン   

161  5801ト68－－0  4－（2，4－ゾウロロヘ■ンゾイル）－1，3－ゾメチルー5－ビラゾリル  

＝p－トルエンスルホナート   

162  1194－65・－6  2．6－ゾウロロヘ■ンゾニトリル   ゾウロヘ小ニル（DBN）  

163  ゾクロロヘ〇ンタフルオロブロハ○ン   HCFC－225  

164   75－09・一2  シ●クロロメタン   塩化メチレン  

165  3347－22・－6  2．3－ゾシアノー1．4－ゾチアアントラキノン   ソテアノン  

166  1582－09－－8  2，6－シ◆ニトローN．N－ソナロビルー4－（トリプルオロメチル）アニリン  トリプルラリン  

167  25321－14・－6  ソニトロトルエン  

168   51－28・一5  2．4一ソニトロフェノール  

169   85－00・－7  6．7－ゾヒトーロシ●どリト11．2－a：2’．1■－C】ビラゾンゾイウム＝ゾ  

フ◆ロミト●   

170  1563－66・－2  2．3－ゾヒドロー2，2－ゾメチルー7－へ◆ンゾ［b】フリル＝メチル加レ  

ハ■マ」・   

171  55285－14■－8  2．3－ゾヒドロー2，2－ゾメチルー7－へ●ンゾ［b］フリル＝N－（ゾフ■チ  

ルアミノ）チオーN－メチル加い◆マート   

172  950－37－8  S一［（2．3－ゾヒト●ロー5－メトキシー2－オキソー1，3．4－チアゾア  

ゾールー3－イル）メチル］＝0，0一ゾメチル＝ホスホロゾチオアート   

173  122－39一－4  ゾフ工ニルアミン  

174  102－81－8  2－（ソナチルアミノ）エタノール  

175  300－76－5  1．2－ゾフ●ロモー2．2－シ■クロロエチル＝ゾメチル＝ホスファート  ナレット●（BRP）  

176  ゾフ■ロモテトラフルオロエタン   ハロンー2402  

177   87－62－7  2．6－ゾメチルアニリン  

178   95－64■－7  3．4－ゾメチルアニリン  

179  2636－26・－2  0．0－ゾメチル＝0－（4－シアノフ工ニル）＝ホスホロチオアート  シアノホス（CYAP）  

180  1643－20・－5  N．N－ゾメチルト■デシルアミン＝N－オキシト■  

181   52－68一6  ゾメチル＝（2，2．2＋lノクロロー1蠣ヒト◆ロキシエチル）ホスホナート  トリクロルホン（DEP）  

182  5598－13・一0  0，0－シーメチル＝0－（3，5，6－トリクロロー2－どリシ◆ニル）＝ホスホロ  

チオアート   
183  4685－14・－7  1，1’－シ■メチルー4，4’－ビビリシ●ニウム塩［ハうコートを除く］  

184  1910－42・－5  1，1’一ゾメチルー4．4■－ビビリゾニウム＝ゾウロリト●   ハうコートシりロリト●（ハ山ラコート）  

185  2655－14・－3  3．5－ゾメチルフ工ニル＝メチル加レハ●マート   XMC  

186  119－93－7  3．3■べ′◆メチルヘ■ンシ▲シ◆ン   0－トリゾン  

187   68－12－2  N．N－ゾメチルホルムアミト●  

188  2275－23・－2  0，0－ゾメチル＝S－Ⅰ2－【1－（メチル如しハてイル）エチルチオ］エチ  

ル1＝ホスホロチオアート   

189   60－51－5  0．0－ゾメチル＝S－（メチル加レハ■モイル）メチル＝ホスホロゾチオ  

アート   
19D  122－14－5  0，0－ゾメチル＝0一（3－メチルー4ニトロフ工ニル）＝ホスホロチオ  

アート   
191  6923－22・－4  ゾメチル＝トメチルー2－（メチル加レハ小モイル）ビニル＝ホスファート  モノクロトホス  

192   55－38－9  0，○－シーメチル＝○－［3－メチル岬4一（メチルチオ）フ工ニル］＝ホスホ  

ロチオアート   
193  2597－03・－7  2－【（ゾメトキシホスフィノチオイル）チオト2づ工ニル酢酸エチル  フ工ントエート（PAP）  

封  



第一種指定候補物質リスト  別表1   

由   
CAS   

物質名叫PÅd） 別各 尭がん性クラス1   

194  水銀及びその化合物  

195  100－42－5  スチレン   スチレン（モノマー）  

196  1332－21－4  石綿  ＊   

197  セレン及びその化合物  

198  ダイオキシン類  ＊   

199   62－56－6  チオ尿素  

200  1163－19－5  デカブロモゾフ工ニル＝エーテル  

201   100－97－0  1．3．5．7－テトラアサ’トリシクロ【3．3．1．1（3．7）］デカン   ヘキサメチレンチトラミン  

202  563－12－2  ●●●●       ■  
アート）   

203  1897－45－6  テトラクロロイソフタロニトリル   クロロタロニル（TPN）  

204  127－18－4  テトラクロロエチレン  

205  テトラクロロゾフルオロエタン   CFC－112  

206  533－74－4  テトラヒトーロー3，5－ゾメチルー2H－1．3．5－チアゾアシ●ンー2－チオ  ダゾメット  

207  11070－44－3  テトラヒトbメチル無水フクル酸  

208  116－14－3  テトラフルオロエチレン  

209  100－21－0  テレフタル酸  

210  120－61－6  テレフタル酸シ●メチル  

211  銅塩榎（溶解性のものであって、錯塩を除く）  

212   75－87－6  トリクロロアセトアルデヒト■   クロラール  

213   71－55－6  1，1，トトリクロロエタン  

214   79－00－5  1，1，2－トリクロロエタン  

215   79－01－6  トリクロロエチレン  

216  108－77－0  2，4，6－トリクロロー1且5－トリアゾン  

217  トリクロロトリフルオロエタン   CFC－113  

218   76－08－2  トリタロロニトロメタン  

219  115－32－2  2．2．2－トリクロロー1．トビス（4－クロロフ工ニル）エタノール   ゾコホル（ケルセン）  

220  55335－06－3  （3．5，6一トリクロロー2－ピル■ル）オキシ酢酸   トリクロビル  

221  トリクロロフルオロメタン   CFC－11  

222   67－66－3  トリクロロメタン   クロロホルム  

223  2451－62－9  1．3．5－トリス（2．3－エポキシフ〉ロビルト1．3，5－トリアシ■ンー  1．3，5」・リグリシソルイソシアヌル酸  

2，4．6（1H．3H．5Hトトリオン  

224  115－96－8  トリス（2一クロロエチル）＝ホスファート  

225  25155－23－1  トリス（ゾメチルフ工ニル）＝ホスファート   TXP  

226  118－96－7  2，4，6－トリニトロトルエン  

227  126－73－8  トリフ■チル＝ホスファート  

228  118－79－6  2．4，6－トリブロモフェノール  

229   75－25－2  トリブロモメタン   フ●ロモホルム  

230  3452－97－9  3，5，5－トリメチルートヘキサノール  

231   108－67－8  1，3，5「トリメチルヘ■ンセ●ン  

232   95－53－4  0一トルイゾン  

233  106－49－0  p－トルイノン  

234  108－88－3  トルエン  

235   95－80－7  乙4－トルエンゾアミン   2，4－トルイレンゾアミン  

236  52570－16－8  2－（2－ナフテルオキシ）プロピオンアニリト   ナプロアニリド  

237   63－25－2  1－ナプチル＝N－メチル加レハ●マート   加レ＼●リル（NAC）  

238  鉛及びその化合物  

239  628－96－6  ニ硝酸エチレン＝グリコール  

240  ニッケル化合物  ＊   

241  7440－02－0  ニッケル（金属）  

242  139－13－9  2．2＼2’’「ニトリロ三酢酸  

243  100－0ト6  p一ニトロアニリン  

244   86－30－6  N一ニトロソシつ工ニルアミン  

245  100－02－7  p一ニトロフェノール  

246   98－95－3  ニトロヘーンセ■ン  

247   75－15－0  二硫化炭素  

248  25154－52－3  ノニルフェノール  

ー 25  



第一種指定候補物質リスト  別表1   

No   
CAS   

物質・名（1UPAC）   別名   尭がん性クラス1   

249  ハ■リウム及びその化合物（溶解性）  

250   88－89－1  ピクリン酸  

251  1014－70－6  2，4－ビス（エチルアミノ）－6一（メチルチオト1，3，5斗リアゾン  シメトリン  

252  10380－28－6  ビス（8ヰノリノラトNl．08）銅（Ⅱ）   オキシン銅（有機銅）  

253  74115－24－5  3，6－ビス（2－クロロフ工ニル）－1．2，4，5一子トラシ■ン   クロフ工ンチゾン  

254  64440－88－6  ヒ■ス（ゾメチル加レハ■モシーチオアトS．Sり（〃一【［エチレンビス（力  

ルハ■モソテオアト）】（2－）Iニ亜鉛）   

255  137－26－8  ビス（ゾメチル加レハ●モチオイル）＝ゾスルフィトー   チラム（チウラム）  

256  61789－80－8  ビス（水素化牛脂）ゾメチルアンモニウム＝クロリド  

257  ヒ素及びその無機化合物  ＊   

258  302－01－2  ヒドラシーン  

259   90－02－8  2－ヒト■ロキシヘーンス●アルデヒト◆   サルテルアルデヒト◆  

260  123－3卜9  ヒト●ロキノン  

261  100－40－3  4－ビニルートシクロヘキセン  

262  100－69－6  2－ビニルビリゾン  

263  55179－31－2  1－（4－ビフ工ニリルオキシト3，3－シーメチルー1－（1H－1．2，4－トリ  

アゾールー1－イル）－2づ●タノール   

264  110－85－0  ビヘうシ●ン  

265  110－86－1  ビリゾン  

266  120－80－9  ピロカテコール  

267   95－54－5  0－フ工ニレンゾアミン  

268  106－50－3  pづ工ニレンゾアミン  

269  108－45－2  汀「フ工ニレンゾアミン  

270  156－43－4  pづ工ネチゾン  

271  108－95－2  フェノール  

272  62850－32－2  S－（4－フエノキシナテル）＝ゾメチル加レハてチオアート   フ工ノチオ加レナ  

273  52645－53－1  3づエノキシヘ●ンシ◆ル＝3－（2，2－ゾクロロビニル）－2，2－ゾメチル  

シクロプロハロン加レホ’キシラート   
274  106－99－0  1，3つ◆タゾエン  

275  117－84－0  フクル酸ゾー∩－オクチル  

276   84－74－2  フタル酸ゾー∩－フ■チル  

277  3648－21－3  フタル酸ゾヘプチル  

278  117－81－7  フクル酸ビス（2一エチルヘキシル）  

279   85－68－7  フタル酸フ●テル＝へ■ンゾル  

280  69327－76－0  2－te正一ナチルイミノー3－イソフ∪ロビルー5－フ工ニルテトラヒト●ロー  
4H－1，3，5一チアゾアシ◆ンー4－オン   

281  112410－23－8  N－terトフ●チルーN▲－（4－エチルヘ◆ンゾイル）－3，5－シ■メチルヘ■  
ンゾヒトうソトー   

282  122008－78－0  フ■テル＝（R〉－2－［4－（4－シアノー2－フルオロフエノキシ）フエノキシ］  

プロピオナート   
283  111812－58－9  te正一プチル＝4－［（Ⅰ［（1，3－ゾメチルー5－フエノキシー1H－ビラ  

ゾールー4－イル）メチリデン］アミノ1オキシ）メチル］へ■ンゾアート   

284  3766－81－2  2－SeCづ■チルフ工ニル＝メチル加い＼●マート   フ工ノブ如け（BPMC）  

285  88678－67－5  0－（3－tert－ナチルフ工ニル）＝N－（6－メトキシー2－ビリシ●ルト  

N－メチル加レハ●モチオア」、   

286  2312－35－8  2－（4－tertづ了ルフエノキシ）シクロヘキシル＝2－プロビニル＝ス  

ルフィット   
287  96489－71－3  2rtert－フ7ルー5－（4－tert－7Pテルヘ■ンゾルチオ）－4－クロロ  

－3（2Hトビリダゾノン   

288  ＝9168－77－3  N－（te正一ナチルヘサンゾルト4－クロロー3－エチルートメチルー  

5－ピラゾール加レホ◆キサミトー   
289   95－3l－8  N一（tert一フ7ルト2－へ■ンゾチアゾールスルフ工ンアミト◆  

290  フツ化水素及びその塩（溶解性）  

291  12071－83－9  Ⅰ［アロビレンビス（加レハ■モシ7オアト）］（2一）I亜鉛   プロビネブ  

292  アロモクロロゾフルオロメタン   ハロン岬1211 

293  41198－08－7  0－（4－フ小口モー2－クロロフェニル）＝0一エチル＝Sづ】ロビル＝ホス  

ホロチオアート   
294  プロモトリプルオロメタン   ハロンー1301  

295   75－26－3  2づ一口モブロハ〇ン  

296   74－83－9  ブロモメタン   臭化メチル  
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第一種指定候補物質リスト  別表1   

CÅS   
一J∴物質名（iup 別各 発が麺タラネ1 

297  13356－08－6  ヘキサキス（2－メチルー2－フエニルナロビル）シースタノキサン   酸化フエンデタスス●  

298  115－28－6  1，4，5．6．7．7－ヘキサクロロヒ◆シクロ［2．2．1］ヘフ∪ター5一エンー2．3－  

ゾ加レホ■ン酸   
299  115－29－7  6，7，8．9．10．10一ヘキサクロロー1．5．5a鼠9，9a－ヘキサヒドロー  

6．9－メタノー2，4．3－へ●ンゾシ牙キサチエピンー3－オン   

300  124－09－4  ヘキサメテレンゾアミン  

301  822－06－0  ヘキサメチレン＝シーィソシアナート  

302  へ●リリウム及びその化合物  ＊   

303   98－07－7  へ■ンゾリソン＝トリクロリトー   α，α．α－トリクロロトル工ン   ＊   

304   98－87－3  ヘーンシ●リデン＝ゾクロリト●   へ●ンサ●ルタロライトー  

305  100－44－7  ヘーンゾル＝クロリト●  

306  26087－47－8  S－へ■ンシ‘ル＝0，0－ゾイソフUロビル＝ホスホロチオアート   イデロヘ●ンホス（lBP）  

307  85785－20－2  S－へ■ンシ■ル＝N一（1．2－ゾメチルフ）ロビルトN－エチル加レハ■モ  

チオアート   
308  100－52－7  へ●ンス■アルデヒト●  

309   7ト・43－2  へ●ンセ‘ン  ＊   

310  108－98－5  ヘーンセ●ンチオール   チオフ工ノール  

311  552－30－7  1，2，4－へ●ンセ●ントリ加レホ■ン酸1．2一無水物   トリメリト酸1．2一無水物  

312  73250－68－7  2－（2一ヘーンゾチアゾリルオキシ）－N－メチルアセトアニリト●   メフ工ナセット  

313   82－68－8  へ○ンタクロロニトロヘ●ンセ■ン   キントセーン（PCNB）  

314   87－86－5  へロンタクロロフェノール  

315  ホウ素及びその化合物  

316   75－44－5  ホスゲン  

317  1336－36－3  ポリ塩化ビフェニル   PCBs  

318  耐パオキシエチレン）＝アルキル＝エーテル（C＝12－15）  

319  9036－19－5  ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフ工ニル＝エーテル  

320  9016－45－9  ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフ工ニル＝エーテル  

321   50－00－0  ホルムアルデヒト●  

322  8018－01－7  マンカ●ン＝亜鉛＝［1．2－エチレンビス（加レハてゾチオア斗）］  マンセブ  

323  マンカ●ン及びその化合物  

324   85－44－9  無水フタル酸  

325  108－3ト6  無水マレイン酸  

326   79－41－4  メタクlル酸  

327  688－84－6  メタクリル酸2－エチルヘキシル  

328  106－91－2  メタクリル酸2．3－エホリキシプリロビル  

329  105－16－8  メタクリル酸2－（ゾエチルアミノ）エチル  

330  2867－47－2  メタクリル酸2－（シ’メチルアミノ）エチル  

331   97－88－1  メタクリル酸∩－プチル  

332   80－62－6  メタクリル酸メチル  

333  126－98－7  メタクリロニトリル  

334  89269－64－7  2′－メチルアセトフ工ノン＝4．6－ゾメチルー2－どリミシ’ニルヒドラゾ  フェリムゾン  

335  100－61－8  N－メチルアニリン  

336  556－61－6  メチル＝イソチオシアナート  

337  144－54－7  メチル加レl■モゾチオ酸   メタムアンモニウム塩（カーハ■ム）  

338  100784－20－1  メチル＝3－クロロー5－（［（4．6－シーメトキシー2－どリミゾニル）加レハ■  

モイル］スルファモイルト1－メチルー1H一ピラゾールー4一加レホヰ  

シラート   

339  33089－6ト1  3－メチルー1，5－ゾ（2．4一キシリル）－1，3．5－トリアサヘDンター  

1，4－ゾ工ン   

340  2439－01－2  6－メチルー1．3－ゾチオロ［4．5－b］キノキサルト2－オン   キノメテオネ」・（キノキサリン系）  

341  108－99－6  3一メチルビリゾン  

342  61432－55－1  S－（1－メチルー1－フ工ニルエチル）＝トビヘ∪リソン加レホ■チオ  

アート   
343  26471－62－5  メチルー1，3一フ工ニレン＝ゾイソシアナート   トルンシーィソシアナート  

344  17804－35－2  メチル＝1－（プチル加レハーモイルト1H一ヘーンゾイミダゾールー2－  

イル加レハ■ナート   
345   88－85－7  2一（1－メチルプロピル）－4，6一ソニトロフェノール   シンセ7  
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第一種指定候補物質リスト  別表1   

Nb   
CAS   

物質名（lUPAq）   別名 発が～性クラス1   

346  101－77－9  4，4’－メチレンゾアニリン  

347  101－14－4  4，4’一メチレンビス（2－クロロアニリン〉  

348  5124－30－1  メチレンビス（4．トシクロヘキシレン）＝ゾイソシアナート  

349  109－86－4  2－メトキシエタノール   エチレングリコール＝メチル＝エーテル  

350  298－81－7  9－メトキシー7H一フ牡3．2－g］［りへ●ンゾヒうンー7－オン   メトキサレン   ＊   

351   120－7卜8  2－メトキシー5－メチルアニリン  

352   68－11－1  メルカプト酢酸  

353  モリフ■デン及びその化合物  

354  有機スズ化合物  

注①＝「発がん性クラス1」の欄に「＊」を付した物質は、「人に対して発がん性がある」と   
判断された物質である。  

なお、ダイオキシン類については、2，3，7，8－TCDDに係る評価である。  

注②＝「…化合物」として指定している物質は、関連する代表的化合物の毒性データを  
基にして評価されている。   

注③＝「溶解性」とは、「常温で中性の水に対し1質量％以上溶解すること」をいう。  
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第二種指定候補物質リスト  別表2  

ーGAS 物虜名（山PÅ¢卜   軒名 発がん性クラス1   

60－35－5  アセトアミド  

2  104－94－9  p－アニシソン  

3  17420－30－3  2－アミノー5「ニトロヘ◆ンゾニトリル  

4  632－99－5  4－【（4－アミノフェニル）（4一イミノー2．5－シクロヘキサシ■ェンートイリデン）  
メチル］－2－メチルヘ●ンすンアミン塩酸塩   

5  123－30－8  P－アミノフェノール  

6  6375－47－9  3■－アミノー4′－メトキシアセトアニリト■  

7   93－15－2  4一アリルー1，2－ゾメトキシヘ◆ンセ●ン  

8  インシ●ウム及びその化合物  

9  103－69－5  N－エチルアニリン  

10  834－12－8  2－エチルアミノー4－イソプロピルアミノー6－メチルチオー1，3，5－トリアゾン  アメトリン  

皿  25311－71－1  0－エチル＝0－2－（イソプロポキシ加レホーニル）フ工ニル＝イソプロピルホ  

スホルアミト●チオアート   

12   50－06－6  5－エチルー5づ工ニルー2．4，6（1H．3H．5Hトビリミゾントリオン   フエノハ●ルビタール  

13  106－88－7  1．2－エポキシフ●タン  

14  1120－71－4  1．2－オキサチオラン＝2．2－シ牙キシト’   1．3－アロハ〉ンスルトン  

15  106－87－6  4－オキシラニルー1．2－エポキシシクロヘキサン  

16  681－84－5  オルけイ酸テトラメチル  

17  105－67－9  2．4－キシレノール  

18  21725－46－2  2」［4－クロロー6－（エチルアミノト1，3，5－トリアシ●ニト2－イル】アミノト  
2－メチJけロビオノニトリル   

19  105779－78－0  5－クロローN－Ⅰ2－［4－（2－工トキシエチルト2．3一シ●メチルフエノキシ】エ  

チルト6－エチルー4一ビリミゾンアミン   

20  22248－79－9  2－クロロー1－（2，4．5－トリクロロフエニル）ビニル＝シ■メチル＝ホスフア」・  テトラクロルビンホス（CVMP）  

21   90－13－1  トクロロナフタレン  

22  55512－33－9  0一（6一クロロー3づ工ニルー4－どリダシ■ニル）＝S－オクチル＝加レホ●ノチ  

オアート   
23  106－48－9  p－クロロフェノール  

24  598－78－7  2－クロロブロビオン酸  

25  63935－38－6  α－シアノー3－フエノキシヘ■ンゾル＝2．2一シ●クロロート（4一エトキシフ工ニ  

ル）シクロプロハロンカルホ■キシラート   

26  67375－30－8  α一シアノー3－フエノキシヘ■ンゾル＝3－（2，2－シ●クロロヒーニルト2，2－ゾ  

メチルシクロプロハロンカルホ●キシラート   

27  80060－09－9  N－（2，6一ゾイソアロビルー4⊥フエノキシフ工ニルトN’－terトナチルチ  

オ尿素   
28  83121－18－0  N－（3．5－ゾクロロー2，4－シウルオロフ工ニルトN’－（2，5－シ●フルオロヘ■  

ンゾイル）尿素   

29   56－75－7  2．2－シ■クロローN－【2－ヒト■ロキシート（ヒドロキシメチル）－2－（4一ニトロ  

フ工ニル）エチル］アセトアミド   

30  60168－88－9  2．4’－シ■クロローα一（5－どリミソニル）ヘーンスtドリル＝アルコール  フ工ナリモル  

31  79983－71－4  2－（2．4－ゾウロロフ工ニルトト（1H－1，2．4一トリアゾールー1－イルト  

2－ヘキサノール   

32  534－52←1  4，6一ソニトロー0－クレゾール  

33   99－65－0  m－シ■ニトロヘ●ンセ■ン  

34  51－52－5  2，3－ゾヒト■ロー6づ8日ピルー2－チオキソー4（1Hトピリミゾノン   プロピルチオウラシル  

35  1321－74－0  シーーニルヘ■ンセ◆ン  

36   57－41－0  5．5－ゾフ工ニルー2，4一イミダゾリゾンゾオン   フ工ニトイン  

37  110－52－1  1，4－シプロモフ●タン  

38  109－64－8  1．3－ソナロモプロハロン  

39  103－50－4  シーヘ■ンゾル＝エーテル  

40   87－59－2  2，3一ゾメチルアニリン  

41   57－14－7  1／トゾメチルヒトうシ■ン  

42  タリウム及びその化合物（溶解性）  

43   62－55－5  チオアセトアミド  

44  13463－40－6  鉄加蘭ニル  

45   79－34－5  1．1．2．2ヰトラクロロエタン  

46  2429－74－5  テトラナトリウム＝3．3’一［（3．3’－ゾメトキシ」，1’一ビフェニルー4．4’－シ◆ィ  

ル）ビス（アゾ）】ビス［5－アミノー4－ヒト◆ロキシー2．7」－フタレンゾスルホ  

ナート】   
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第二種指定候補物質リスト  別表2  

No  CAS   物質名（lUPAC）   別名   発がん性クラス1   

47  79538－32－2  2，3，5，6一子トラフルオロー4－メチルヘ○ンゾル＝（Z）－（1RS，3RSト3p  

（2－クロロー3，3．3一トリプルオロートプロヘニニル）－2．2－ゾメチルシクロプ  

ロハ〇ン加レホーキシラート   

48  テルル及びその化合物（水素化テルルを除く）  

49  545－06－2  トリクロロアセにトリル  

50   78－42－2  トリス（2－エチルヘキシル）＝ホスファート  

51  1694－09－3  ナトリウム＝3－（N｝Ⅰ4－［（4」ゾメチルアミノけェニル）（4」エチル［（3－ス  
ルホナトフ工ニル）メチル］アミノ）フ工ニル）メテレント2，5♯シクロヘキサゾエン  

ートイリデントN－エチルアンモニオ）へ■ンセ●ンスルホナート   

52  132－2つ■－4  ナトリウム＝1，1」ビフェニルー2一オラート  

53  6423－43－4  ニ硝酸1，2－プロハじンゾイル  

54   99－09－2  m一ニトロアニリン  

55  1937、3了－7  ニナトリウム＝4イミノー3－［4■－（2，4－ゾアミノフ工ニルアゾト1，1’－ビ  
フ工ニルー4－イルアゾト5－ヒト●ロキう卜6－フ工ニルアゾー2，7－ナフタレン  

シ’スルホナート   
56  6459－94－5  ニナトリウム＝8一（3，3■う一メチルー4’－Ⅰ4－［（p一トリル）スルホニルオキ  

シ］フ工ニルアゾト1，1’－ビフェニルー4イルアゾ）－7－ヒトーロキシー1，3－  

ナフタレンゾスルホナート   
57  16090－02十1  ニナトリウム＝2，2’イニレンビス［5一（4－モルホリノー6－アニリノー  

1．3．5－トリアシ◆ンー2イルアミノ）ヘーンセーンスルホナート】   
58  3618－72－2  5■－［N，N－ビス（2一アセテルオキシエチル）アミノト2’－（2一ブロモー  

4．6－ソニトロフ工ニルアゾ）－4’－メトキシアセトアニリト■  

59   92→52－4  ビフェニル  

60  504－29－0  2－ヒリゾンアミン  

61   85－0トー8  フ工ナントレン  

62   60－09－3  4－（フ工ニルアゾ）アニリン  

63   84－69－5  フタル酸シ■ィソナテル  

64   75－91－2  tert－ナチル＝ヒドロヘロルオキシト‘  

65  67747－09－5  N一プロピルーN－［2－（2．4．6－トリクロロフエノキシ）エチルト1H－イミダ  
ゾールー1一加レホ■キサミトー   

66  107－19－7  2－プロピンートオール  

67  111872－58－3  1－（f2－［4－（ブロモゾフルオロメトキシ）フ工ニルト2－メチルプロポキシ1  

メチルト3－フエノキシヘ■ンセーン   

68  106－41－2  p一ブロモフェノール  

69  106－95－6  3－フ’ロモートフ∪ロヘ∪ン   臭化アリル  

70   57－09－0  ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝フ■ロミトー  

71  121－82－4  ヘキサヒト◆ロー1，3．5－トリニトロー1，3，5－トリアゾン  

72   95－16－9  へ●ンゾチアゾール  

了3  3825－26－1  ヘロンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム  

74  136191－64－5  メチル＝2－（4，6－ゾメトキシー2－どリミソニルオキシト6－［ト（メトキシイ  
ミノ）エチル］へ○ンゾアート   

75   60－34－4  メチルヒトうゾン  

76  82657－04－3  2－メチルーり’－ビフェニルー3一イルメチル＝3－（2－クロ［ト3．3．3－トリフ  

ルオロートフ与ロヘしニルト2，2－シーメチルシクロプロハ0ン加レホヰシラート   

77  13卜72－6  2（又は4ト（1－メチルヘアチルト4，6（又は2，6トソニトロフ工ニル＝  

クロけ－ト   

78  79277－6つー－1  メチル＝3－【［3一（4－メトキシー6一メチルー1，3，5一トリアゾン～2イル）ウレ  

イトー］スルホニルト2一子ノアート   

79  10ト61－1  4，4’一メテレンビス（N．N－ゾメチルアニリン）  

80  101－68－8  メテレンビス（4．トフ工ニレン）＝シ●ィソシアナート  

81  6864－37－5  4．4’一メテレンビス（2－メチルシクロヘキサンアミン）  

注①：ト・■化合物」として指定している物質は、関連する代表的化合物の毒性データを基にして  
評価されている。   

注②：「溶解性」とは、「常温で中性の水に対し1質量％以上溶解すること」をいう。  
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（参考資料）  

毒性情報の説明  

1発がん性  

動物の正常細胞に作用して、細胞をがん化する性質のことである。疫学調査、動物実験及び他の適切   

なデータに基づき、ヒトへの影響を検討し、発がん性の程度をランク付けした6つの機関の概要及び各   

組織におけるランクの意味を次に示す。   

（1）lnternationaJAgency for Research on Cancer（rARC：国際がん研究機関）  

WHOにより1965年に設立。国際的なヒトのがんの原因に関する研究及び方向性の提示並びにがん  

を科学的に制御するための方策を研究することを目的としている。ランクの意味は次のとおり。  

1：ヒトに対して発がん性が有る  

2A：ヒトに対して恐らく発がん性が有る  

2B：ヒトに対して発がん性が有るかもしれない。  

3 ：ヒトに対する発がん性については分類できない  

4 ：ヒトに対して恐らく発がん性がない。   

（2）EnvironmentaJProtection Agency（EPA：アメリカ環境保護庁）  

米国における環境関連担当の行政機関である。Guidelines for Carcinogen Risk Assessment に  

基づいて、発がん性の研究を実施している。ランクの意味は次のとおり。  

A ：ヒト発がん性物質  

Bl：疫学的研究から限定されたヒトへの発がん性を示す証拠がある物質  

B2：動物での十分な証拠があり、かつ疫学的研究から、ヒトでの発がん性の不十分な証拠があ  

るか、または証拠がない物質  

C：動物において限られた発がん性の証拠があるが、ヒトに関するデータがない物質  

D：ヒト及び動物において発がん性の証拠が不十分である物質または発がん性の証拠となるデ  

ータがない物質  

E：異なった種を対象とした少なくとも2つの適切な動物試験で発がん性の証拠が得られなか  

った物質または適切な疫学的調査及び動物試験で発がん性の証拠が得られなかった物質   

（3） European Union（EU：欧州連合）  

欧州連合理事会は、「危険な物質の分類、輸送、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関  

する指令67／548／EEC」の第7次修正指令において、危険な物質を15のカテゴリーに分類して評価し  

ている。この中の1つに発がん性が入っている。ランクの意味は次のとおり。  

1：ヒトの物質への曝露とがんの発生の間に、因果関係を確立するのに十分な証拠がある物質  

2：ヒトの物質への曝露ががんを発生させる恐れがある強い推定を行うための適切な長期動物試  

験またはその他の関連する情報に基づく十分な証拠がある物質  

3：適当な動物試験からある程度の証拠があるが、カテゴリー2に入れるには不十分な物質  
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（4）NationalToxicology Program（NTP：米国毒性プログラム）  

情報提供のみを目的として発行されている発がん性年報のデータである。NIErIS（国立環境衛生研  

究所）科学審議委員会が1ARCの調査結果及びNTPのテクニカルレポート等の登がん性研究報告に基  

づいて候補物質リストの作成を行い、NTPの発がん性年報ワーキンググループがこのリストの検討を  

行っている。ランクの意味は次のとおり。、  

a ：ヒトでの調査から化学物質とヒトとがんとの間に因果関係があることを示す発がん性の十分  

な証拠がある。  

b ：ヒトでの調査から発がん性の限定された証拠があるまたは実験動物での試験から発がん性の  

十分な証拠がある物質。   

（5）American ConferenceofGovernmentallndustorialHygienists（ACGLH：米国産業衛生専門家会議）  

米国の産業衛生の専門家の組織であって、職業上及び環境上の健康についての管理及び技術的な  

分野を扱っている。毎年、化学物質や物理的作用及びバイオモニタリングについての職業上の許容  

濃度の勧告値や化学物質の発がん性を公表し、世界的にも重要視されている。この機関が出す発が  

ん性についての評価ランクは次のとおりである。  

Al：ヒトに対して発がん性が確認された物質  

A2：ヒトに対して発がん性が疑われる物質  

A3：動物実験で発がん性が認められた物質  

A4：発がん性物質として分類できない物質  

A5：ヒトに対して発がん性物質として疑えない物質   

（6） 日本産業衛生学会  

この学会は、労働環境の改善と良好な環境の達成、維持に少しでも関心のある人々のための情報  

源として広く利用され、個別の勧告値の意味の理解に資するとともに、許容濃度や許容基準の一般  

的性格についての理解にも役立っことを目的として、毎年機関紙に「許容濃度等の勧告」を掲載し  

ている。発がん性についての評価は次のランクに分類される。  

1：人間に対して発がん性のある物質  

2A：人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質（証拠がより十分）  

2B：人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質（証拠が比較的十分でない）  

2 変異原性  

突然変異を引き起こす性質のことで、発がん性などと関連がある。  

発がん性の疑いのある化学物質のスクリーニング（ふるい分け）に変異原性試験が用いられている。   

試験管や培養器内のような人工環境を用いる実験系で行うin vitノrOの試験方法としては、微生物を用い   

る復帰変異試験（Ames試験）が代表的なものとされ、これを補うものとして、噛乳類培養細胞を用いる   

染色体異常試験も行われている。さらに、生きた動物をそのまま用いる実験系で行う1nl▼1voの各種試   

験法がある。  

なお、労働省通達で強い変異原性を示す物質が特定されている二 圭た、Eして指令では、変異原性を次の   

ように分類1Jている 
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（1） EU（第25次修正指令）  

ア カテゴリー1  

ヒトに対して変異原性があることが知られている物質。  

物質への人の暴露と遺伝性の障害との間の因果関係を確立するのに十分な証拠がある。  

イ カテゴリー2  

あたかもヒトに対して変異原性であるようにみなされるべき物質。その物質への人の暴露は、遺  

伝性の障害を生じさせる恐れがあるという強い推定を与えるための十分な証拠がある。  

ウ カテゴリー3  

突然変異作用を及ぼす可能性があるためヒトに対する懸念を引き起こす物質。  

適切な変異原性試験からの証拠があるが、ニれはその物質をカテゴリー2に入れるには不十分で  

ある。   

（2） その他の毒性情報源  

ア EHC（EnvironmentalHea圧h Criteria）  

環境保健クライテリア国連機関IPCSが刊行する化学物質ごとの人や環境に対する影響等に関  

する評価文書。  

イ BUA Report  

Advisory Committee on Existing Chemicals of EnvironmentalRelevance of German Chemical  

Sociaty（ドイツ化学会内の学界、産業界、官庁の代表で構成される委員会）で発行されている、既  

存化学物質に関する有害性評価文書。  

ウ ECETOC（European Center for EcotoxicoIogy and ToxicoJogy of ChemicaJs）  

欧州化学物質生態毒性・毒性センター欧州主要化学会社が化学物質の毒性、生態毒性について、  

科学的調査研究を共同で行うために設立された機関。試験法、分類、特定化学物質安全性レビュー  

等を発行。  

エ SIDS Report（Screeninginformation data set）  

スクリーニング用情報データセットを元に、OECD加盟国が作成する高生産量化学物質の初期リス  

ク評価に関する報告書。  

3 経口慢性毒性  

食物、飲料水または胃内への直接投与により、反復して長期間にわたって体内に入る化学物質による   

毒性である。毒性値は、NOAEL、LOAEL等で示される。   

（1） 毒性値の意味  

ア NOAEL（No Observed Adverse Effect LeveJ）  

無毒性量、無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳される。何上郡皆かの投与用量  

群を用いた毒性試験において、投与物質による有害影響が観察されなかった最高の投与量のことで  

あるc この値に安全係数や不確定係数を乗じて、1日摂取許容量（ADI；Acceptable Dailylntake）  

や1日耐容摂取量（TDI；Tolerable DailyIntake）を求めることがある。  
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イ NOEL（No Observed Effect Level）  

複数の投与用量群を用いた毒性試験において、投与物質による影響が観察されなかった最高の投  

与量のことである。  

ウ LOAEL（Lowest Observed Adverse Effect Leveり  

最小副作用量のことで、毒性試験において、投与物質の有害影響が臓器に認められた最低の投与  

量をいう。  

エ LOEL（Lowest Observed Effect Level）  

最小作用量のことで、毒性試験において、投与物質の何らかの影響が認められた最低の投与量を  

いr）。   

（2）WHO飲料水質ガイドライン  

ガイドライン値は、潜在的に有害な水中の成分について設定され、飲料水質を評価するための基礎と   

なるものである。  

ア ガイドライン値は、生涯にわたって消費した場合、消費者の健康に重大なリスクを起さない濃度  

を表す。  

イ ガイドライン値は、生涯にわたる消費において受け入れられる水質を表しているが、飲料水の質  

を勧告値まで下げても良いということを意味すると考えるべきではない。可能な限り最も高いレ  

ベルに飲料水の質を維持するよう、絶えまない努力がなされなければならない。  

ウ ガイドライン値は、ヒトの健康を保護するために設定されており、水生生物の保護には適切でな  

いかもしれない。ガイドライン値は、ヒトによる消費を目的とした瓶詰めの水や氷に適用される  

もので、飲料水というよりむしろ飲み物（beverage）とみなされるべき天然のミネラルウオータ  

ーには適用されない。   

（3） EPA水質クライテリア  

水質クライテリアは、米国の水質清浄法（Clean Water Act）第304条（a）（1）に定められており、EPA   

が公表・改訂するものである。性格は、  

＊水質クライテリアは、最新の科学的知見を正確に反映させている。  

＊水質クライテリアは、単にデータと科学的判断に基づいて決められており、技術的に実現可能な濃  

度か、あるいは経済的な影響の如何は考慮されていない。  

＊水質クライテリアは、国家、団体（States andTribes）が汚染物質の排出規制となる水質基準を定  

める根拠を提供するものである。  

水質クライテリアには次の6種類がある。  

＊淡水生物基準最大濃度（Freshwater CMC）  

＊淡水生物基準連続濃度（Freshwater CCC）  

＊海水生物基準最大濃度（Saltwater C九TC）  

＊海水生物基準連続濃度（Saltwater CCC）  

＊ ヒト健康基準濃度（水＋水生生物の摂取）  

＊ ヒト健康基準濃度（水生生物のみの摂取）  

CMC：Criter1011M2jXimum CoIICentration C（「C：CriterLlO11Continuous Concentration  
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（4） 川IS（EPA）   

IRIS（Integrated RiskInformation System）は、EPAにより作成され椎持されているデータベースで   

ある。環境中の様々な化学物質への暴露から起こるヒトの健康影響についての情報が収載されている。  

IRISは当初、リスクアセスメントや意志決定、行政活動における利用のため、化学物質の一貫した情報   

に対する要求の高まりに応えるべく、EPAのスタッフ向けに構築された。IRISには次のカテゴリーの情   

報が収載されている。  

＊非発がん性の慢性毒性評価（RfD、RfC）  

＊発がん性評価  

＊飲料水衛生勧告  

＊法規制  

＊物理化学的性状  

＊参考文献  

＊改訂履歴   

制約  

ア RfDとRfCは生涯暴露の仮定に基づいているため、一生涯より短い暴露の状況では、適正な適用  

ができない可能性がある。  

イ ー般的にIRISの値は、ヒトの発病率や、化学物質暴露がヒトにもたらす作用のタイプを正確に  

予測するには、有効に用いることができない。これは、動物からヒトへの、 また高い試験用量か  

ら低い環境暴露への外挿に伴う不確実性のような、リスクアセスメントに含まれる多くの不確実  

性によるものである。化学物質の暴露から起こる有害な影響のタイプや標的器官は、実験動物と  

ヒトでは異なる場合がある。さらに、化学物質への暴露以外の多くの要因がヒトの疾病の発生や  

程度に影響する。  

ウIRISに収載されているRfD、RfC、スロープファクター、ユニットリスクを変更すると（例えば、  

RfDの算出に用いられた係数よりも大きい、または小さい不確実性係数を用いること）、化学物質  

暴露により引き起こされる健康リスクを推定する上で、RfD等の値を適用できなくしてしまったり、  

ゆがめてしまう。  

4 吸入慢性毒性  

呼吸によって反復して長期間にわたって体内に入る化学物質による毒性である。何らかの障害が発生   

したときの濃度を発生した事象の種類別に示す。毒性値は、経口慢性毒性と同様にNOAEL、LOAEL等で示   

される。   

（1）付目O欧州地域事務局大気質ガイドライン  

WHO欧州地域事務局大気質ガイドラインの主な目的は、ヒトの健康と福祉に危害を与えることが知ら   

れている、または可能性のある大気汚染物質の有害な影響から公衆の健康を守ること、およびそれを除   

去するか、最小量にするための基礎を提供することである。  

大気質ガイドラインは、非発がん性物質の場合は有害な影響が予測されない量として、またヒトに対   

する発がん性物質であるか、ヒト発がん性の限定された証拠をもつ物質に対しては、生涯発がんリスク   

の推定値として、それぞれ暴露時間を考慮して示されている。  
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ガイドラインについては、例えば次のようないくつかの注意書きがある。  

＊ ガイドライン値は、事故や自然災害によって起こる、短期間の非常に高濃度の場合には適用され  

ない。  

＊他の化学物質の共存、または同一化学物質でも、吸入以外の他の暴露経路で暴露が加わった時に  

は、ガイドライン値が満たされていても、健康に影響を与えるかもしれない。  

＊職業暴露は評価♂）過程で考慮されたが、こげ）ガイドラインは一〉一般大衆を対象にしたものであるた  

め、職業暴露に焦点は置かれなかった。しかし、職業暴露は環境暴露に加算されるものであるこ  

とは心に留めておくべきである＝   

（2）lRIS（EPA）  

3（4）参照。  

5 作業環境許容濃度   

（1） ACG一日  

ACGIHでは、作業環境許容濃度をTLV（Threshold Limit Value）と呼んでいる。TLVは、ほとんどす   

べての作業者が毎日繰り返し暴露しても、有害な健康影響が現れないと考えられる化学物質の気中濃度   

である。Tい√は、産業界の経験、ヒトや動物による試験・研究などの利用可能な情報に基づいている。こ   

れら情報の量と質は物質によって異なるため、TLVの精度にも幅がある。Tい7は、安全濃度と危険濃度の   

間のはっきりした線ではないし、毒性の相対的な指標でもない。  

TLVには次の3つのカテゴリーがある。  

＊TLV－TWA（Time－Weighted Average）  

1日‡∃時間、1週40時間の時間荷重平均濃度  

＊TLV－STEL（Short－Tern E3（pOSure Limit）  

たとえ8時間TWAがTLVLTWA内にあっても、1日の作業のどの時間においても、超えてはならな  

い15分間TWAとして定義される。当該物質に急性毒性が認められる場合、TLV－TWAを補足するため  

に設定されるものであり、独立して設定されるものではない。  

＊TLV－C（Ceiling）  

作業暴露のいかなる場合においても超えてはならない濃度   

（2） 日本産業衛生学会  

許容濃度の定義  

ア 許容濃度とは、労働者が1日8時間、1週間40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害  

物質に暴露される場合に、当該有害物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべ  

ての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である。  

イ 最大許容濃度とは、作業中のどの時間をとっても暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんど  

すべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度である。→部の物質の許容濃  

度を最大許容濃度とLて勧告する理由は、その物質の毒性が、短時間で発現する刺激、中枢神経  

抑制等の生体影響を主とするためである〈 実際には、最大暴露濃度を含むと考えられる5分程度  

までの短時間の測定によって得られる最大の値を考えればよい〔  

許容濃度等の性格  
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ア 許容濃度等は、産業における経験、人および動物についての実験的研究から得られた多様な知   

見に基礎を置いており、許容濃度等の設定に用いられた情報の量と質は必ずしも同等のものでは   

ない。  

イ 許容濃度等を決定する場合に考慮された生体影響の種類は物質等によって異なり、ある種のも   

のでは、明瞭な健康障害に、また他のものでは、不快、刺激、中枢神経抑制などの生体影響に根   

拠が求められている。従って、許容濃度等の数値は、単純に、毒性の強さの相対的比較の尺度と   

して用いてはならない。  

り 許容濃度等は、安全と危険の明らかな境界を示したものと考えてはならない。  

6 生殖／発生毒性  

雌雄の生殖及び発生機能に対する有害作用のことで、不妊や流産など出生力に影響を及ぼす性質など   

が含まれる。EUでは、受胎能力を害する恐れがある（R60）、胎児に有害である恐れがある（R61）、胎児   

に有害であるリスクの可能性（R63）、母乳で育てられた乳児に有害である恐れがある（R64）に分類されて   

おり、次のようなカテゴリー分けがなされている。  

ア カテゴリー1  

ヒトの受胎能力を害することが知られている物質。  

その物質へのヒトの暴露と受胎能力障害との間の因果関係を確立するのに十分な証拠がある。  

ヒトの発生に対する毒性を呈することが知られている物質。  

その物質へのヒトの暴露とそれに続く子孫の発生に対する毒性影響との間の因果関係を確立する  

のに十分な証拠がある。  

イ カテゴリー2  

あたかもヒトの受胎能力を害するとみなされるべき物質。  

その物質へのヒトの暴露は、受胎能力を害する恐れがあるという強い推定を与えるための十分な  

証拠がある。  

あたかもヒトに対して発生毒性を引き起こすとみなされるべき物質。  

その物質へのヒトの暴露は、発生毒性を起こす恐れがあるという強い推定を与えるための十分な  

証拠がある。  

り カテゴリー3  

ヒトの受胎能力に対する懸念を引き起こす物質。  

発生毒性影響が想定されるためヒトに対する懸念を引き起こす物質。  

7 感作性   

（1） 日本産業衛生学会  

感作性物質を、反応の場としての気道と皮膚に分けて基準を設け、  

＊人間に対して明らかに感作性がある物質（第1群）  

＊人間に対して恐らく感作性があると考えられる物質（第2群）  

に分類する。第1群および第2群の分類の基準は以下の通りである。  

気道感作性物質  
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第1群  

①暴露状況、呼吸器症状、特異抗体およびアレルギー素因との関連性を明確に示した疫学的研究  

があるとともに、  

②呼吸器症状の有症者としての下記の条件のいずれかを満たす症例研究が、異なる研究機開から  

報告されていること〔〕   

1．暴露と呼吸器症状との問に関連性があると同時に、同物質に対する特異抗体が検出されるか、  

皮内試験が陽性反応を示すこと。   

暴露と呼吸器症状との間に関連性があると同時に、特異的吸入誘発試験で陽性反応を呈する  

こと。ただし、それが非アレルギー反応でないことを間接的にでも支持する証拠があること。  

2．  

第2群  

上記に準ずるものであるが、疫学的研究では、必ずしも明確にされていない物質  

皮膚感作性物質  

第1群  

①暴露状況、接触皮膚炎症状およびパッチテスト（皮膚貼付試験）との関連性を明確に示した疫  

学的研究があり、かつ、  

②皮膚炎症状とパッチテストとの関係を検討した症例研究が異なる研究機開から報告されてい  

ること。実施されたパッチテストは、対照を設けた適切な方法のものであること。  

第2群  

上記に準ずるものであるが、疫学的研究では、必ずしも明確にされていない物質   

（2） ACG川  

ア 採用値（Adopted Values）の欄の注書き（Notations）の部分に、′′sEN′′（Sensitizer）の記載が  

あると、当該物質は皮膚接触および／または吸入暴露の結果として、作業者に対する感作性が確認  

されていることを表す。  

イ Tい′表の中には、Tい′ の基礎になった重要な作用が物質毎に記載されており、この中に  

”sensitization′′の記載がある。   

（3） EU  

次のリスク警句で表される。  

R42：吸入すると感作を引き起こす恐れがある。  

R43：皮膚と接触すると感作を引き起こす恐れがある。  

R42／′′43：吸入すると、圭た皮膚と接触すると感作を引き起こす恐れがある。  

8 生態毒性   

（1） 毒性値の意味  

主として魚、ミジンコ及び藻類に対する毒性が示され、魚については急性毒性試験及び延長毒性試験   

の結果、ミジンコについては急性遊泳阻害試験及び繁殖阻害試験の結果、藻類については生長阻害試験   

の結果により示される  
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ア EC50  

急性遊泳阻害試験、繁殖阻害試験及び生長阻害試験から得られる数値で、試験対象の50％に影響  

が出る濃度。半数影響濃度。  

イ NOEC  

試験対象に観察する影響が出ない最大の濃度。無影響濃度。  

ウ LC50  

試験対象生物の50％が死亡する濃度。半数致死濃度。   

（2） ECETOC  

”TechnicalReport No．56，Aquatic Toxicity Data Evaluation，1993”本資料は、各種化学物質   

の淡水および塩水中の水生生物に対する毒性データベースで、ECETOCの専門家グループにより編集され   

たものである。  

＊データソースと採用基準  

1970年から1991年までの公刊文献530編の中から、試験方法が明確で毒性濃度が実測されている   

ことを基準に選定した結果、その内の42％が適格として採用され、毒性影響濃度を評価して編集された   

数値集である。  

＊データベー スの内容  

データベースの内容は農薬・洗剤・溶剤・その他の物質数368種、生物種122種につき、無影響濃   

度、最低影響濃度、半数影響濃度などのデータを含む。掲載件数は約2200件であるが、時代的背景から   

有機ハロゲン化合物および重金属のデータが多い。   

（3） AQUIRE  

”Aquatic ToxicityInformation Retrieval（AQUIRE）”AQUIREデータベースは、米国Minnesota   

州DuluthにあるEPAのEnvironmentalResearchLaboratoryの研究グループによって構築された。AQUIRE   

の情報は、独立して個別に編集されたデータファイルから、また1970年以降の世界中で発表された文献   

から抽出されている。急性・慢性毒性、生物濃縮性、準致死影響についてのデータが含まれている。淡   

水と塩水の両方の生物種が含まれているが、水生の哺乳類や鳥類、細菌は含まれていない。  

データは、個々の試験や観察ごとに記録されている。ある文献に複数の観察結果が報告されている   

場合、AQUIREのレコードは複数収載される。通常、一つの物質に対して多数のレコードがあり、一つの   

試験生物種に対しても複数のレコードがある。   

（4） EU  

EUでは、水生生物に猛毒性（R50）、水生生物に毒性（R51），水生生物に有害性（R52）、水生環境中で長  

期の悪影響を起こす恐れがある（R58）に分類されている。   

＊R50：水生生物に猛毒性（very toxic）  

96時間LC50（魚類）  

or 48時間EC50（ミジンコ類）  

or 72時間IC50（藻類）   

＊R51：水生生物に毒性（toxic）  

96時間LC50（魚類）  

or 48時間EC50（ミジンコ類）  

≦1mg／1  

≦1mg／′1  

≦1mg／1  

1mg／1くLC50 ≦10mg／1  

1mg／′1くEC50 ≦10mg／1   
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or ’72時間IC50（藻類）  

＊R52：水生生物に有害性（harmful）  

t）6時間 LC50（魚類）  

or ∠18時間EC50（ミジンコ類）  

or ’72時間IC50（藻類）  

＊R50：水生生物に猛毒性、および   

R53：水系環境で長期の有害影響を及ぼす恐れがある  

（）6時間 LC50（魚類に対して）  

or ∠18時間EC50（ミジンコに対して）  

or 72時間IC50（藻類に対して）  

and 物質は易分解性でない  

or 二しog Pow（logオクタノール／水分配係数）≧ 3．0  

（実験的に決定されたBCF≦100でない限り）  

＊R51：水生生物に毒性、および   

R53：水系環境で長期の有害影響を及ぼす恐れがある  

〔）6時間LC50（魚類に対して）  

or ∠【8時間EC50（ミジンコに対して）  

or て72時間1C50（藻類に対して）  

1mg／1くIC50 ≦10mg′′′′1  

10mg′′′′′1く LC50 ≦100mg／1  

10mg／／1くEC50 ≦100mg′／1  

10mg′′ノiく1C50 ≦100mg／1  

≦1mgノ′／1  

≦1mgパ  

≦1mgハ  

1mg／1＜ LC50≦10mg／1  

1mg／1く EC50≦10mg／／1  

1mg′／1くIC50 ≦10mg／／1  

and 物質は易分解性でない  

orlog Pow≧ 3．0（実験的に決定されたBCF≦100でない限り）  

＊R52：水生生物に有害性、および   

R53：水系環境で長期の有害影響を及ぼす恐れがある  

96時間LC50（魚類に対して）  

or 4＝8時間EC50（ミジンコに対して）  

or 7’2時間IC50（藻類に対して）  

and 物質は易分解性でない  

10mg′／1＜ LC50 ≦100mg／1  

10mg／1＜ EC50 ≦100mg／1  

10mg／1＜IC50≦100mg／1   
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